
 
 

平成２２年 第４回 芦屋町議会定例会会議録 (第２日) 

平成２２年１２月９日 (木曜日) 

 

       議 事 日 程 (２) 

                    平成22年12月９日 午前10時00分開会 

 
日程第１ 一般質問 
 
 
 
   【 出 席 議 員 】 (１３名) 
 
１番 益田美恵子  ２番 貝掛 俊之  ３番 田島 憲道  ４番 辻本 一夫 
 
５番 小田 武人  ６番 岡  夏子  ７番 今井 保利  ８番 川上 誠一 
 
９番 松上 宏幸  10番 本田 哲也  11番 中西 定美  12番 室原 健剛 
 
13番 横尾 武志 
 
 
 
   【 欠 席 議 員 】  (なし) 
 
 
 
   【 欠 員 】      (なし) 
 
 
 
     事務局出席職員職氏名 
 
  局長 江嶋 勝美   書記 古野 嘉子   書記 志村 裕子 
 
 
 
     説明のために出席した者の職氏名 
 
町 長     波多野茂丸 副町長     鶴原洋一  教育長    中島幸男 
 
モーターボート競走事業管理者 仲山武義  会計管理者   入江真二  総務課長   占部義和 
 
企画政策課長  吉永博幸  財政課長    柴田敬三  都市整備課長 大塚秀徳 
 
税務課長    境 富雄  環境住宅課長  守田俊次  住民課長   佐藤一雄 
 
福祉課長    藤崎隆好  地域づくり課長 内海猛年  学校教育課長 鶴原光芳 
 
生涯学習課長  本田幸代  病院事務長   小池健二  管理課長   大長光信行 
 
事業課長    小野義之 
 
  



午前10時00分開議 

○議長 横尾 武志君   

 おはようございます。ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よ

って、直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長 横尾 武志君   

 本日は一般質問を行います。 

 あらかじめ提出されております通告書の順により質問を許します。 

 まず、４番、辻本議員の一般質問を許します。辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 おはようございます。４番、辻本です。 

 まず、一般質問に入る前に、町民の長年の悲願でありました芦屋橋が開通したこ

とに対して、町長始め関係者の方々のご努力に敬意を表しますとともに、開通式典

の日に開催いたしました祭り芦屋に多くの町民の方が参加され、盛会裏に終了する

ことができましたことを、主催者の一人として、この場をかりまして御礼申し上げ

ます。 

 それでは、質問に移ります。 

 件名１、観光施策についてであります。 

 本町の観光施策は、総合振興計画や観光まちづくりビジョンに基づき、芦屋釜の

里を始め、自然と歴史を生かし、町外からの入り込み客数による活性化を図ろうと

しております。そこで、第１点目は、観光施策への取り組み状況と課題について、

２点目に、芦屋港湾地区を中心とした海岸線の整備・充実化を図ることが観光立町

芦屋に重要だと考えますが、この地域の活用についての考えがあるのかどうかをお

尋ねします。 

 件名２、公共工事に係る各種制度の見直しについてお尋ねします。 

 これは、厳しい経営環境にある地元業者育成の観点から、第１点目は、総合評価

落札制度方式を導入する自治体がふえておりますが、本町においても導入の考えが

あるのかないのかお尋ねします。 

 第２点目は、入札から完工までの各手続における最低制限価格及び契約保証金制

度、前渡金制度等の見直しについてお尋ねし、１回目の質問を終わります。 

○議長 横尾 武志君   

 執行部の答弁を求めます。地域づくり課長。 

○地域づくり課長 内海 猛年君   

 それでは、観光施策につきまして、要旨１、観光施策への取り組み状況と課題に

ついてというご質問に対してお答えいたします。 

 観光施策の取り組みとしては、ハード事業としてレジャープールアクアシアンや

マリンテラスあしやの改修事業を始め海浜公園、魚見公園などの整備、観光看板の

設置、長年の懸案であった洞山崩落防止工事など、来訪者が快適に利用できるよう

に整備を行っております。また、狩尾岬には直方北九州自転車道中継基地が県事業

で整備されております。あわせて、山鹿側護岸の遠賀川河口水辺整備事業や祇園崎

の魚道改良公園化事業が国の事業として現在進められております。 

 ソフト事業としては、花火大会の再開や、芦屋町観光協会による精霊流し、レン

タサイクル、海水浴場開設事業及び民間活力で実施されました芦屋夜市、祭り芦屋、



サンドアートインアクアシアンなど観光イベントへの支援活動を行っております。

これらハード事業やソフト事業により観光客の誘致や地域の活性化に取り組んでい

るところであります。 

 広域的な観光施策としては、福岡県観光連盟や北九州地区観光協議会及び玄海地

区観光連絡協議会との連携を図り、県内外の各種イベントへ参加し、釜の里などの

芦屋の魅力を発信するとともに、共同で観光ルートマップ作成など、県内外から多

くの方が芦屋町に訪れていただけるようＰＲ活動を行っております。 

 芦屋町は観光資源として、自然や歴史文化が豊富であり、これら観光資源を有効

に活用して、もう一度行ってみたいと思わせる魅力ある地域づくりが観光施策の本

質だと思っております。 

 しかし、観光政策を進める上で幾つかの課題も挙げられます。芦屋町の観光は夏

季に特化した施設イベントが主で、オールシーズンの観光が少ないこと、神社・仏

閣、自然、景観地など点在した観光資源を線で結ぶなど多様な観光ルートが設定さ

れていなく、観光資源の有効活用が図られていないこと。またイベントなどを開催

してもにぎわいがイベント会場で終わってしまい、商店など地域経済への波及効果

に直接結びついていないような課題が挙げられます。 

 次に、要旨２点目の、芦屋港湾地区を中心とした海岸線の整備・充実化を図るこ

とが観光立町芦屋に不可欠であると思うが、この地区の有効利用について町の考え

を訪ねるということのご質問の中で、まず海岸線の整備・充実についてお答えいた

します。 

 芦屋町は美しく豊かな自然に恵まれています。特に、海岸線は、ハマユウ群生地、

奇岩が広がる千畳敷、洞山、そして白い砂浜へと変化に富んでおり、芦屋町の観光

資源としての要所でもあります。海岸線に面した海浜公園は、指定管理者である芦

屋町観光協会がいつもきれいな公園を目指し日々の維持管理を行っています。しか

し、冬場の強い北風の影響で多量の砂が堆積するため、夏場のシーズン前には、快

適に利用できるようにと、公園内に堆積した砂を除去しております。また、海浜公

園は冬場などシーズンオフの利用者が少ないことから、今年度、観光看板を設置し、

公園施設の案内を行うとともに、公園奥の芝生広場には駐車場を整備し、今まで利

用者が少なかったエリアへの誘導を図り、利用客の増に努めております。なみかけ

大橋を渡り終えた魚見公園周辺では、なみかけ大橋建設に伴い長年分断されていた

魚見公園散策道路が２２年度末で開通いたします。なみかけ大橋から国民宿舎、ま

たは梅林公園への散策が可能になります。今後、魚見公園一帯も海岸線の観光エリ

アとして情報発信を行い集客を図っていきたいと考えております。 

 洞山地区では、昨年、洞山崩落防止工事も完了いたしました。しかし、まだまだ

周辺整備が十分ではなく、漁業エリアと海洋レクリエーションエリアが混在してお

ります。今後は荷さばき所など漁業施設が中波止へ移設した後には、洞山周辺の整

備を行い、観光エリアと漁業エリアに区分し、海の駅を含めて洞山周辺を海洋レク

リエーション基地としてさらなる観光資源として活用していきたいと思っておりま

す。 

 最後に、狩尾岬から夏井ケ浜にかけては、一部崩落等の危険区域があるものの、

狩尾岬に直方北九州自転車道中継基地が県事業で整備され、奇岩が点在する千畳敷

などの散策も容易になっております。また、仮称夏井ケ浜公園は、今年度実施設計

を行い、２３年度には駐車場や花壇、展望台など新たな観光スポットとして整備し

ていくことを計画しております。 



 このように、海岸線一帯の環境整備を行うことにより観光立町として広く情報発

信を行い、多くの観光客誘致に努めるとともに、民間企業の進出を促し地域の活性

化につなげていきたいと考えております。 

 以上で、回答を終わります。 

○議長 横尾 武志君   

 企画政策課長。 

○企画政策課長 吉永 博幸君   

 観光施策要旨の２点目、芦屋港湾地区の有効活用について答弁させていただきま

す。 

 地方港湾芦屋港は、福岡県によって昭和６１年に整備されております。この活用

につきましては、これまで海砂の採取に伴う利用、野積み場にあっては漁礁の製造、

工事資材の仮置き場などに使われ、当初期待しておりました筑豊地区などからの物

流基地としての役割は十分発揮できているとは言えない状況にございます。しかし

ながら、広大な背後地を持つ芦屋港は、遠賀川河口にあって海浜公園に隣接し、さ

らにこの圏域周辺には広大な背後人口を有することから、非常に高いポテンシャル

があると考えております。また、芦屋町の観光レクリエーションなど地域活性化の

ため重要な施設にもなり得るものだと考えております。 

 この芦屋港の転用に関しては、２１年７月に国土交通省、福岡県が参加して開催

された港湾所在地市町村懇談会において、町長から、芦屋港の用途見直しについて

発言していただいたことを契機に、福岡県との協議の場が設定できております。そ

の後、福岡県の港湾課、北九州県道整備事務所との実務協議を進めております。こ

の実務協議、第１回目の福岡県との協議は、昨年の８月から始まっております。こ

れまで４回の協議を行っております。現在、福岡県は芦屋港の活用方法などを検討

するため港湾の利用状況、それから周辺住民へのアンケート調査などを実施するコ

ンサルタント委託を行っております。このコンサルタント委託結果は、本年度中に

出てまいりますので、その結果などを踏まえ、芦屋港の活用について粘り強く協議

を行ってまいりたいと考えております。 

 なお、芦屋港の用途の転用については、平成２１年度から福岡県町村会の要望事

項として福岡県へ正式に働きかけを行っております。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 財政課長。 

○財政課長 柴田 敬三君   

 では、入札制度にかかわる総合評価制度の導入についてお答えいたします。 

 この制度の背景及び根拠から申し上げます。近年、公共投資の減少による価格競

争の激化の中、低価格の入札やくじ引きによる落札者の決定が増加するとともに、

適切な技術者を持たない業者による不良工事の発生、下請や労働者へのしわ寄せに

よる公共工事の品質低下に関する懸念が起きてきました。このような状況に対応す

るため、平成１７年４月から、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる

品確法というものが施行されました。この法律の基本理念は、公共工事の品質は価

格及び品質が総合的にすぐれた内容の契約がなされることにより確保されなければ

ならないとなっています。この基本理念を具体化するものが品確法に位置づけられ

た総合評価方式というものです。つまり、価格のみの競争から、価格と品質で総合

的にすぐれた調達への転換を目指すものです。具体的には、技術的能力に関する事



項の審査、技術提案を求める入札、技術提案についての改善の可能性、技術提案の

審査の結果を踏まえた予定価格の作成等が規定されています。 

 制度導入のメリットとしまして、一般的に５つの項目が挙げられています。まず

１点目、価格と品質が総合的にすぐれた調達により優良な社会資本整備を行うこと

ができる。２点目が、必要な技術的能力を有する建設業者のみが競争に参加するこ

とにより、ダンピングの防止、不良・不適格業者の排除ができる。３点目が、技術

的能力を審査することにより、建設業者の技術的向上に対する意欲を高め、建設業

者の育成に貢献する。４点目が、価格と品質の２つの基準で業者を選定することか

ら、談合防止に一定の効果が期待できる。５点目としまして、総合評価方式の活用

により、地域の建設業者の役割を適切に評価することも可能になり、一般競争入札

の拡大を進めやすくなることから、透明性の確保が図られ、納税者の理解を促進す

るというふうになっております。 

 続きまして、この評価方式には５つの段階、種類がありますので、その方法を説

明します。まず、１つ目が高度技術提案型、それから標準型、それから簡易型、こ

れは技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事が対象になるものです。 

 それから、これから市町村向けの分ですが、市町村向けの簡易型、これが技術的

な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事が対象になります。それから特別簡易

型、これは技術的な評価以外の評価項目として、企業の施工能力や配置予定技術者

の能力、地域貢献などを評価する方式になっております。 

 県内の町村レベルでの取り組み状況としましては、２２年度分としまして、９月

末現在で４団体が試行という形で特別簡易型を実施している状況でございます。ほ

とんどの町村の団体で施行できてない理由として、一般的に言われている内容とし

ましては、まず１点目が技術職員を含むスタッフの不足、２点目が審査のための外

部委員会設置が困難、３点目が総合評価のメリットが少ないというふうになってお

ります。芦屋町としましては、２０年４月１日から入札制度の改正に取り組み、２

１年６月、それから２２年４月からも同制度の改正に試行という形で取り組んでお

ります。このため、こういう入札制度がある程度固定化された時期にあわせて総合

評価方式の導入に向け取り組みたいと考えております。 

 ２点目、各手続における最低制限価格及び契約保証金制度、前渡金制度の見直し

ということなんですが、まず、最低制限価格につきましては、芦屋町の財務規則第

８８条で、「予定価格の１０分の８を下らない範囲内の金額において定めなければ

ならない」と定義づけております。２１年の６月１日から改正しまして、以前、実

質的、この「１０分の８」のところが「１０分の７」だったものが、２１年６月か

らは「１０分の８を下らない範囲」というふうになっておりまして、現在も施行中

でありますので、今後につきましては今年の入札状況、それから近隣市町の動向を

踏まえ検討を続けていきたいと考えております。 

 ２点目の契約保証金の件です。契約保証金は、芦屋町財務規則第７２条で、契約

権者は町と契約を結ぶものに契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めさ

せなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部また

は一部を納めさせないことができるというふうになっております。主なものとしま

して、まず１つ目ですが、保険会社と町を被保険者とする履行保証契約を締結し、

当該履行保証契約に係る保険証券が提出されたとき。２つ目が、政令の規定により

定めた資格を有するものと契約を締結する場合において、そのものが過去２カ年の

間に国また地方公共団体と種類及び規模を同等以上とする契約を２回以上にわたっ



て締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれ

がないと認められるときに限り履行証明書の提供をもって免除するという点です。

それから３つ目が、随意契約を締結する場合において、契約金額が５０万円未満で

あり、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないことなど全体

で１５項目にわたって規定されております。 

 言いかえれば、今段階では５０万円以上の契約を結ぶ場合は１０分の１以上の現

金かそれにかわる保険証券または証明を出す必要があるというふうな制度になって

おります。この件につきましても、郡内及び近隣市町の動向を踏まえ、２３年度の

入札制度改正の中で総合的に判断していきたいと考えております。 

 続きまして、前渡金制度、これはいわゆる前金払いのことだと思いますが、これ

は工事関係契約事務取扱要領第３０条の中で規定がありまして、対象は土木建築等

に関する工事設計調査測量等で１件の請負金額が１,０００万円以上で、かつ工期

が６０日以上のものと規定しております。関係書類として、公共工事の前払い金保

証事業に関する法律に規定する保証事業会社と保証契約を締結し、提出する必要が

あります。前金払いの率としましては、契約金額の１０分の３以内、前金払いの限

度額としましては１契約につき６,０００万円、この件につきましても、郡内近隣

市町の動向を踏まえ、２３年度の入札制度改正の中で総合的に判断したいと考えて

おります。 

 いずれにしましても、これらの制度は業者の資金繰りに影響するものですから、

資金繰りによる経営圧迫等を改善するには効果があるものと認識はしております。

２３年度からの入札制度改正の中で総合的に判断していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 まず、件名１の観光施策の第１点目でございますが、先ほどからるる説明があり

ました。その中で、幾つか取り上げたいと思っておりますが、まず芦屋町の今の観

光入り込み客の状況は夏季シーズンに特化しているという話でございました。その

前に、年間の入り込み客数はどの程度になっているでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 地域づくり課長。 

○地域づくり課長 内海 猛年君   

 約５０万人程度が現在入り込み客数として数値が上がっております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 約５０万人ということでございますが、私が感じるのは、まず釜の里、それから

一番多いのはやっぱりアクアシアンのところじゃないかなと思っておりますが、そ

こらあたりが大きなポイントかと思っております。 

 そこで、芦屋釜の里の件につきましてちょっと触れさせていただきたいと思いま

すが、この芦屋釜の里につきましては、観光まちづくりビジョンというのが策定を、

たしか平成１６年度だったんではないかと思いますが、このビジョンの策定の中で

の中心は芦屋釜を中心としたまちづくりを進めていくという内容のものだと思いま



す。この芦屋釜自体がやはりジャパンブランドと言える、それだけの価値があるも

のが芦屋町にあるわけでございますけれども、それが観光スポットの１つになって

いるとは言いながら、まだまだすそ野が広がっていないのではないのかなというふ

うに思います。 

 そこでお尋ねしますけれども、芦屋釜の里の運営費に毎年３,０００万円ほどを

繰り出しております。私の知る限りでは、このままでは芦屋釜の里の基金がここ二、

三年で底をついてくるんじゃないかと思われますが、その対策として何か考えられ

ていることがありますか。 

○議長 横尾 武志君   

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 本田 幸代君   

 芦屋釜の里の基金は、平成７年にできまして、基金額は３億円でした。開園当初

は一般財源を充て、それで基金の運用益をそれに充当するという考えで行ってまい

りました。しかしながら、平成１５年から、町の財政が苦しいとなりまして、元金

を取り崩しているのが現状でございます。現時点の残は約７,０００万円でござい

ます。芦屋釜の里は確かに単純に収支から見ますとご指摘のとおり赤字でございま

す。しかし、芦屋釜の里は金銭では評価されない大きな役割を担って建設されてお

ります。それは芦屋釜の復興と町民の文化・教養の向上、郷土意識の高揚に寄与す

ることではあります。ただ、ご指摘のとおり、金銭のことを考えますと、最小の経

費で最大の効果を上げるために、現在、収入増を図るための努力はいたしておりま

す。具体的には観光に対応した施設として広範囲にＰＲを行い、先ほど観光のお話

の中でもありましたように、本年度は宮崎、熊本のほうから旅行会社を通じ６０回、

約２,０００人の方が来られています。これらに対応するために、休館日もあけて

おります。さらには、お土産品なんかもオリジナルグッズを含め３０種類ぐらい用

意いたしまして、お客様のニーズにこたえ、かつ収入増を図っております。 

 また、ちょっとこれは少しずれるかもしれませんけど、学術的にも大変高い評価

を得ておりまして、現在、九州国立博物館からも青銅器の復元実験なども依頼を受

けているところでございます。 

 釜の里の収入はそれほど大きなものではございませんけど、一つ一つ努力し、ま

た芦屋町のＰＲということに関しましては、本当に芦屋釜の里から発信しているん

ではとないかなと思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 確かにこの釜の里というのは、ほんとに芦屋町の文化の継承といいますか、そう

いう面で非常に大事なところで、収支バランス、僕はそこだけ言っているわけでは

ありませんが、ただ、やはり基金残高が残り少なくなってきた、少し。そこらあた

りで考えていく必要もあるかと思っております。そのことを考えると、鋳物師の方

の研究努力によってその復元技術がアップしているというのも聞いておりますが、

そういった復元した釜といいますか、それを素材にしたそこに生まれましたお土産

品といいますか、そういったものを販売して、少しでも収入の財源に充てていくこ

とが大事なことではないのかなと、私はこのように思います。この点はどうでしょ

うか。 



○議長 横尾 武志君   

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 本田 幸代君   

 先ほどお土産品のお話もさせていただきましたけど、現在も、芦屋鋳物のお土産

品の試作で、もうじき完成するところでございます。やはり来園者のニーズにこた

えると申しましょうか、満足度を高めていきたいと考えております。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 では、次にいきます。先ほどの公園整備の話がありました。この例えば海浜公園、

魚見公園、城山公園、仮称夏井ケ浜公園といろいろ名前が出ましたけれども、要す

るにこれらの公園というのは、ただそこに公園があるからというだけでは行かない

と思います。やはり、本来のそれぞれの公園には特徴といいますか、魅力あるもの

がないと町民はむろんのこと、来町者の方も足を運ばない。そういうことだと思い

ますので、実際の、実態の状況として、そういった家族連れが訪れやすいような環

境づくりといいますか、遊具等を設置するとかいろいろなことが考えられると思い

ますけれども、要は公園としての形態をなしていないというのが現実だと思います。

そこらあたりについて、これから整備していくということでございますので、期待

したいと思います。 

 私は、この芦屋の観光協会の役割というのは非常に大きなものがあろうと思いま

すが、いま一つ、やはり今ちょっと釜の里が出ましたが、釜の里が持っている強み

といいますか、それをもう少し生かしていくためには、そこを釜の里だけじゃなく

して、やっぱり先ほどからちょっと説明がありましたように、さまざまな観光資源

を組み合わせる、組み合わせた観光ルートといいますか、そういった設定するとい

う話が出ましたが、要は、もう一度ここに新たな観光戦略というのを立て直す、そ

ういうことが必要な時期に来ているんではないかと思いますが、まちづくり課長、

もう一度お願いします。 

○議長 横尾 武志君   

 地域づくり課長。 

○地域づくり課長 内海 猛年君   

 今言われましたように、確かにいろいろなところに芦屋町の観光、点在しており

ます。ただ、それが線で結ばれていない。それはなぜかといいますと、今の観光の

ニーズといいますのは、見て楽しむということと、学んで楽しむ、体験して楽しむ、

いろんな観光の対応がございます。それで、まだそういうようなものが整備されて

いない。ただ来て、そこを見て帰るということに特化しております。今後は、観光

協会と連携を図りながら、そういうふうなルート設計といいますか、特に２１年の

３月からレンタサイクルが観光協会のほうで始められております。今、レンタサイ

クルを利用されて、伺っているのが、岡垣方面だけでございます。それを何とか芦

屋のほうに引っ張ってこれないだろうかということで、観光協会と調整をしながら、

レンタサイクルによる観光マップといいますか、時間なり距離なり、そういうもの

をセッティングしたマップづくりをやろうと。その中で芦屋町のほうに足を運んで

いただこうということも計画しております。 

 今後は、先ほどご指摘がありましたように、やはりそれぞれのいいところを、特

化した部分じゃなくて組み合わせながら観光施策を図っていき、また利用客の増に



つなげていければと思っております。 

 それとあわせまして、はまゆう観光道路、特にあそこは観光道路の中でも景観も

大変よろしゅうございます。来年は待望の、仮称ですけれども、夏井ケ浜公園の整

備を行います。あそこ、私も実際行ってみましたけれども、芦屋町の中で一番展望

がいい、地球がほんとに丸く見えるといいますか、海岸線が丸く見えて、ほんとに

地球は丸いんだなという実感を味わってきております。そういうふうなものをやは

り芦屋を訪れた方々に体験させていければということで、そのようなものも結んだ

中での観光施策を今後は図っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 この１件目につきましては、現状と課題でございますので、大体わかりましたの

で、終わります。 

 次、２点目に移ります。先ほどからの話とちょっと重複する部分がありますが、

観光施策で大事なことは、我が町を年間を通して訪れる方々を誘引することが一番

大事だと思っていますが、その中で、やっぱり芦屋町は海と川というのが、そうい

った地理的環境にも恵まれております。そこで、柏原から芦屋海岸までの整備充実

による活性化策が非常に重要な要素であると考えますので、この海岸線の件につい

て移らさせていただきますが、まず１点目、平成１８年度からだと思いますが、検

討されていました芦屋海岸の飛砂対策の現状はどのようになっているでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 企画政策課長。 

○企画政策課長 吉永 博幸君   

 芦屋海岸の飛砂対策につきましては、福岡県が中心となって、里浜事業というも

のを計画しております。今、辻本議員がおっしゃいましたように、平成１８年度か

ら取り組みが始まっております。里浜事業については、飛砂を防止するために海岸

に３万本以上の松を植林し育成するという膨大な計画でございます。これは、先ほ

ども申しましたように、１８年から１９年に地域の方々、それから各種団体の皆さ

んに参加していただいて、まずワークショップ、どういったものをつくっていこう

ということでワークショップが開催され、６回ほど開催されております。それから、

翌２０年度には福岡県の当時の県土木事務所、今は県道整備事務所と言われるとこ

ろなんですけれども、それと学識経験者、国土交通省の職員、それから芦屋町が参

加して、３回の技術検討委員会というものが開催されております。それから、２１

年の３月には、技術検討委員会の結果を受けて、植林の育成や松の育成、それから

管理を研究する実行委員会が、これも地域の方も参加されております。２回開催さ

れておりますが、その後中断しているというのが現状でございます。 

 そこで、福岡県としては何とか２２年度中に第３回目の実行委員会を引き続き開

催し、里浜の整備、維持管理、利活用を踏まえた組織づくり、仕組みづくりを検討

することとしておりますという状況でございます。そのため、今後、町に対しては、

この里浜づくりの実施に向けた調整が行われてくるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 



○議員 ４番 辻本 一夫君   

 今朝も実は私、犬の散歩で海岸を歩きましたが、すごく砂が飛んできている状況

です。これはもう冬場すごく砂が堆積するわけでございますので、その堆積した砂

が幸町、白浜、西浜地域にどんどんと飛んでくるわけです。ということはご存じだ

と思いますので、早くこの件につきましては、先ほどからの里浜づくりといいます

か、そういった早期実現を働きかけていただきたい。これ要望しておきます。 

 次に、望海団地から海側の緑地帯を含む、先ほど芦屋港湾地域といいますか、に

つきまして話がありました県有地の件です。この用地の広さは何平米ぐらいあるん

ですか。 

○議長 横尾 武志君   

 企画政策課長。 

○企画政策課長 吉永 博幸君   

 芦屋港湾の用地につきましては、陸地側になるんですけど、まず野積み場と言わ

れるところが、８カ所ございます。１号から８カ所ございます。これおのおのござ

いますけれども、合計すれば５万７,９４５平米、約１万７,６００坪ございます。

いわゆる港の何も置いてないというか、今置いてない平べったいところなんですけ

れども、そこが野積み場と言われるところなんですけれども、ここが約１万７,６

００坪。それと、港湾の望海団地側のほうに緑地がございます。３カ所、Ａ、Ｂ、

Ｃってございますけれども、これが合わせて２万４,０００平米、約７,２００坪ご

ざいます。背後地合計しますと８万１,９４５平米、約２万４,８３１坪の広さがご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 なぜこのことをお尋ねしたかといいますと、先ほどから申しておりますが、柏原

から芦屋の海岸というのが、芦屋の町の特性を生かした観光のルートといいますか

観光施策として活用できるんじゃないかと思っているからでございます。要は、そ

の中でちょうど中心的位置にこの港湾地域があります。私は、地産地消といいます

か、そういったこともありますが、芦屋町には非常にレベルの高い農産物もあると

聞いておりますし、漁業も当然あるわけでございますので、そういった第１次産業

を機軸にして発展していく可能性をまだ秘めている、そういう地区になり得るとい

う思いがあるからでございます。 

 そこで、町長にお尋ねしますが、この芦屋橋が開通しました。開通した山鹿側の

海岸線、あれ水辺整備事業が動いてくると思いますし、山鹿の梅林公園からなみか

け大橋を越えてマリンテラスの方向に、魚見公園に行く道路も整備をされているこ

とにつきましては承知しております。こういった整備計画とあわせて、先ほどから

言っております芦屋のブランドいいますか、そういったものをつくることによって

来場者に対するオールシーズン化を図ることができるんじゃないかと、このように

思いますが、この点について、その中で官と民と、それと連携という言葉がありま

す。町長が常々言ってあります町民との協働のまちづくりにはこういったあわせた

取り組みが必要ではないかと思いますが、町長のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 



○町長 波多野茂丸君   

 お答えさせていただきます。 

 先ほど来より、辻本議員ご質問が全般にわたってあったわけでございますが、私

が目指しておるもの、指示して取り組んでおるものというものが今まさに質問をい

ただきました。今まではつながっていない。芦屋町のそこでとまってしまうという

ことで、いわゆる流動性というか、ということを観点におきまして、いろんな国、

県にお願いしたり施策をやっておるわけでございまして、今言われましたように、

まず第１にやったのが魚見公園の分断されたところでございます。長年あそこが、

魚見公園がなみかけ大橋を渡って、何か横断歩道みたいな形で長年放置されており

ましたので、あそこを県にお願いして、あれを渡って魚見公園、芦屋釜の里、それ

から下におりて洞山海岸、狩尾岬等々、おいでになられた方が散策していただける

ように、それと梅林公園とをつないでいくというように、つなぐということでほぼ

大体計画どおりにいっております。それから、洞山につきましても、洞山地区を今

度は観光施設と漁業施設に振り分けて区別する。そして洞山地区におきましては、

今構想でございますが、魚釣り公園等々の構想も持っておるわけであります。 

 それで、あと一番大事なのが、先ほど来ご質問があっておりますように、芦屋海

岸でございます。これをきっちりやりますとほぼ芦屋の海岸地域の観光としての基

本ができるのではないかと思っております。ただし、今お話がありましたように、

あそこは国と県との絡みがいろいろございます。一生懸命今お願いしております。

背後地の問題でもそうでございます。それから飛砂対策、砂の問題でもそうでござ

います。今、港についてはレジャー港として認めてほしいとお願いしております。

それから、背後地のあの広大な土地につきましては、無償で借り受けできないかと

いうお願いをいたしております。飛砂の問題につきましては、またこの里浜事業と

いう形の中で事業を行おうとしております。そして、岡垣の町長と、これはあそこ

の三里松原、岡垣と芦屋の浜、サイクリング道路ができておりますので、この一帯

間、岡垣町と共同してその辺の砂浜を生かした観光客を誘致ができないかというこ

とで、今度ゆっくり話をしようということになっております。 

 もろもろそういうように、行政とすれば、行政ができる、いわゆる土台づくりと

いうものをやっておるわけでございます。あとの出番は、やはり商工会であり、観

光協会であろうかと思うわけでございます。いわゆる官がやることは十分今やって

おるわけでございます。あとは民活、商工会なりが企画を出す、観光協会から企画

を出す。どういう企画、あとはもう企画力の問題だと思うんです。ということで、

それを生かして、しっかり特産品だとかいうこともアイデアを出してやっていただ

きたいなと思っております。 

 残念なことに、今遠賀郡４町を比較してみますと、何か芦屋が一番元気がない。

特産品にしてもあの観光と余り縁のないような水巻も一生懸命頑張っております。

でかにんにくだとか、それからコスモス祭りとか。それから、遠賀、岡垣につきま

してはいろんな焼酎だとか米麺だとか、いろんな形の中で、つい先日は芦屋の海岸、

波津の海岸でツリーですか、イルミネーションか、そういうようなことも、これは

すべて町はあくまでもバックアップ、協力するという姿勢でしかできません。いか

にしてそういう方たちが行動していただけるのかということをただただお待ちする

だけでございます。行政として私が申し上げましたように、十分その整備は整って、

今からどんどん整っていくと思います。 

 以上でございます。 



○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 最後に、観光協会や商工会に町長は何を求めますかということを聞こうと思うた

ら先に言われましたのでよくわかりましたが、いま一つ、先ほどから言いますよう

に、芦屋のブランドというのを、今町長の話にも出ました特産品といいますか、や

はり必要だと思います。そのためにはやっぱり農業、漁業、飲食業を含めて、関係

者による協議会を一つ立ち上げて、実務者による組織を立ち上げて取り組むのが一

歩前進するんじゃないかなと思います。これについては行政は担当課であります地

域まちづくり課のほうでだれかが誘導していかないけませんが、そういう役割を負

っていくことになると思いますが、その協議会設置についてはいかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 地域づくり課長。 

○地域づくり課長 内海 猛年君   

 私も常々からよく電話で、芦屋町に何かうまいもんがありますかと、芦屋町の名

物は何ですかという問い合わせがあります。残念なことに、芦屋はこんなのがあり

ますよというお答えがなかなかできない。ただ、乾物ものといいますか、ヒジキと

かワカメとかそういうものはありますけれども、ただ来て召し上がっていただくと

いうのがなかなか難しいような現状です。 

 それで、今回、来年度１２０周年を迎えます。それで、１２０周年を契機に、現

在地域づくり課としてはこういうふうなうまいものといいますか、物産、そういう

ふうなものをちょっと開発していこうということで、１２０周年の事業計画に計上

させていただいております。これは農業団体、漁業団体、商工会、婦人会、そうい

うようなもろもろの団体に声をかけながら一つのブランドをつくっていければとい

うことで立ち上げたものでございます。来年にそれをやっていきたいと思っており

ますので、ご期待をしていただけばと思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 この件については、ぜひ早期実現をするように期待しております。 

 次に、時間が少し押してきました。件名２の第１点目について２回目の質問をさ

せていただきます。 

 総合評価制度につきましては、先ほどから、柴田課長のほうから説明を受けまし

て、聞いていまして、これは芦屋町に導入するのはちょっと今のところ難しいかな

というふうに思っておりますので、この件についてはわかりました。 

 では、その中でも少しちょっと言葉としてあったと思いますが、地域貢献度の高

い地元の企業が受注しやすいといいますか、言葉は悪いですけど、そういう環境づ

くりに取り組んでいる自治体もあるというふうに聞いております。例えば、今年の

大雨のとき、私も消防団員ですが、そのとき感じたのは、消防団員は一生懸命やっ

ていますが、ここでそういった支援者があったらいいがなと思う部分も幾つもあり

ました。そういうことを考えたときに、やはりそういった災害発生時に即対応でき

る建設業者の方といいますか、そういった方々に評価制度といいますか、中にプラ

スするということをすることによって、一方では、地場の事業者の育成の視点から



も必要な点ではなかろうかと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 財政課長。 

○財政課長 柴田 敬三君   

 先ほど、評価方式の中でもいろんな５つのパターンがあるということで、特別簡

易型というのが今県内の町村で施行されているレベルなんですが、今辻本議員が言

われました地域貢献、それからそういう防災の状況、このあたりは評価、通常こう

いう評価方式のときには基本的な加算式という評価制度がありまして、地域貢献度

については当然評価に値するというのがこの特別簡易型の評価です。ちなみに、一

般的に今使われている内容でいきますと、そういう防災活動において防災協定を結

んでいるか否か、それから消防団員を雇用しているかどうかだとか、あとボランテ

ィア活動にどれだけ参加しているかとか、またその町の独自の取り組みがいろいろ

あります。男女共同参画に取り組んでいたり、そういう中で組織の中に女性の役職

を登用しているかだとか、育児休業を会社の中でちゃんとルール化して対応してい

るかだとか、障がい者の雇用はちゃんとしているかとか、そういうのを含めて地域

貢献度、その他の項目として特別簡易型の中で実施するというのが実際取り組まれ

ている団体の中身を聞くと、そういうことでの貢献度点数に反映しているという状

況でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 それが特別型というやつですね。ぜひ芦屋町も導入について考えていただきたい

と思います。 

 その中で、私も今言いましたように、災害型の防災協定を結ぶということに賛成

でございますが、これについては、行政から呼びかけして参加希望者を募るのかど

うか、その点はどうでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 財政課長。 

○財政課長 柴田 敬三君   

 防災協定ですよね。詳しく防災協定につきましては、いわゆる災害時の対応策と

して総合的にどういう対応をしたらいいかということで、総務課あたりとそのあた

りはまだちょっと協議しないと何とも言えません。当然、防災協定を結ぶべきだと

は思っております。今の状況でいきますと、災害等が起こっても、例えば遠賀川の

水害の影響でごみがたまっても、あしたごみをとってくれという状況にあっても、

今の制度の中では業者を選定して、事業量を把握して、設計書をつくって入札とい

うふうな手法を踏まないとできない状況です。これは大変タイムラグがありまして、

現場はそういうことを言えません。そういうことも踏まえまして、防災協定を結ぶ

ことでその辺がスムーズにいくということは大変重要なことと考えていますので、

今後そういうことは進めるように努力したいと思っております。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 この件については非常に大事な部分だと思いますので、早急にその体制をとって

いただきたいと思います。 



 次に、件名２、２点目につきましてでございますが、建設業における最低制限価

格の見直しについてでございます。先ほどから話があっておりますが、ほんとにこ

の芦屋町は７０％から８０％、この経済対策というふうな中で一環で取り組んで改

正していただきましたけれども、まだまだ県では建築８７％とか、結構高い数値を

基準にしているところもあります。 

 ただ、私、これ１つ申し上げたいのは、土木と建築、設備とかいろいろあります

けれども、それぞれの中で一律というのは発注頻度とかそういった工事原価といい

ますか、そこを考えたときには、一律というのはちょっとおかしいんじゃないかと

私は思います。その点はどうでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 財政課長。 

○財政課長 柴田 敬三君   

 そのあたりも踏まえまして、今後の精査の対象にしたいと思っております。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 ここ、町長にお尋ねさせていただきます。 

 現在の入札制度は、先ほどから話していますように、最低価格を談合事件から受

けて事前公表という方式に変更されています。その中で今８０％というようにやっ

ていただいておるわけでございますが、まだまだ依然として厳しい経営環境にある

建設業の育成を図るために、さらなる緊急経済対策として、一定期限を決めて結構

でございますが、現行の８０％から８５％程度に引き上げるということによって景

気対策、雇用対策、そういった面からの施策にもなるんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 辻本議員もご存じのように、芦屋町、そこに談合事件があっておりまして、非常

に関係者、芦屋町特に注目されておるわけでございます。その中にありまして、先

ほど課長が述べましたように、毎年のように結局７０から８０とか、いろんな金額

も上げて試行をしているという状況でございます。 

 まだまだこういう状況でございますので、議員が言われたように、来年度に向け

て、いわゆる総合評価方式だとかいろんな部分について根本的に精査して、できる

限りいろんな資料を取り寄せまして、ずっと８５に固定できるかどうかとかいうこ

とはわかりませんが、そのような形で努力してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 時間がなくなってきましたので、次に進めさせていただきます。この件につきま

しては非常に難しいといいますか、いろんな考え方があろうと思いますが、ただい

まの件につきましては、こういった経済状況非常に悪い時期だということを念頭に

おいて協議を進めていただきたいと思います。 

 次の契約保証金制度の見直しと工事着手前の前渡金制度についてでございますが、



契約保証金制度につきましては、極端な言い方をしますと１０％ですから２００万

の１０％と１,０００万の１０％では金額には大きく差があるということがまず１

つ。それから、前渡金制度につきましては、契約金額１,０００万円以上になって

います。ところが、今の工事の状況からすれば、１,０００万というのはそんなに

いっぱい出ているわけじゃないと思いますので、他町の例もありますけれども、５

００万とか３００万とか、そういった落札金額、契約金額においても１０％で構い

ませんけれども、そういった、少し１,０００万以上というのを改正をしていって

いただければ。先ほどちょっと話もありましたように、ほんとに工事を受けて、資

材を購入し人件費を払い、一方では払うわけです。それで、今度は工事が終わった。

工事完了の手続に時間がある程度、４カ月、６カ月かかるわけですから、その後し

かお金が入ってこない。ということは、業者からすれば資金繰りが非常に困難な状

況になってくる。ということから、先ほど資金繰りに効果があるのでこれは考えた

いということでございますので、ぜひ改正のほうを検討していただきたいと思いま

す。 

 それから、もう一点だけ質問させてください。建設工事におきまして、施工管理

基準というのがあると思いますが、いわばこれは工事完成書類を、工事が終わりま

した、完成書類を提出する際に、私の耳に入っているのは、担当者によって提出す

るのが異なっているということで、管理基準の統一化を図ってほしいという要望も

ありました。この芦屋町の施工管理基準はどのようになっているんですか。 

○議長 横尾 武志君   

 都市計画課長。 

○都市整備課長 大塚 秀徳君   

 工事につきましては土木工事、建築工事等がございます。まず、土木工事につき

ましては、福岡県県土整備部が発行しております土木工事施行管理手引きというも

のに準じて芦屋町も実際行っておると。今言われますように、書類等につきまして

は、個人個人でというお話が今ありましたが、基本的にはこの手引きに基づきまし

て関係書類を提出させておるというのが現状でございます。 

 それと、建築工事につきましては、国レベルで言う国交省の監修をもとにしまし

た建築工事管理指針ということがございますので、それに準じた形で検査等を行っ

ているのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 辻本議員。 

○議員 ４番 辻本 一夫君   

 いわば、そういった実態が私よくわかりませんが、そういった声があるというこ

とは事実でしょうから、県のマニュアルを基準にしてやるならやるでやってもらい

たいと思います。県のほうの考え方は、要は、書類の提出は簡素化というのが原則

だそうでございますので、そこらあたり踏まえて、再度内部検討してもらいたいと

思います。 

 ということで、すみません、時間が参りましたので、私の質問はこれをもって終

わらさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、辻本議員の一般質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 



○議長 横尾 武志君   

 ただいまからしばらく休憩いたします。再開は１１時１０分から再開いたします。 

午前10時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長 横尾 武志君   

 再開いたします。 

 次に、８番、川上議員の一般質問を許します。川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 ８番、日本共産党の川上です。一般質問を行います。 

 今回、日本共産党芦屋支部で町民に対して町政アンケートを行いました。前回の

アンケートと比較すると、大変に関心が高く、続々と返信されています。特に特徴

的なのが、意見や要望を書き込む欄に、生活が厳しい実態や、町政や国の政治に対

する意見や要望がぎっしりとスペースいっぱいに書き込まれていることです。こう

したことは今までにはなかったことです。 

 「あなたの暮らしは」という設問に対して、７９％を超える方が「かなり苦しく

なった」「少し苦しくなった」と答え、「少しよくなった」「かなりよくなった」は

ゼロ％でした。今の政治が住民の生活を悪化させている実態が浮き彫りになってい

ます。 

 その理由として年金生活で年金の減額、税金や医療費負担増、給料が下がった、

こういったことが上位に上げられています。「暮らしの中で負担が重いのは」との

設問には、税金が５２％、国民健康保険税が５０％、介護保険料利用料が４１％、

医療費２７％、下水道料金３０％が上位となっています。「町政に望むこと」とい

う設問も、国保税の引き下げが４０％や介護保険料の引き下げが３７％、後期高齢

者医療費の引き下げが３９％、下水道料金の引き下げ３９％、ごみ袋料金の引き下

げ３６％が上位となっております。こんなときだからこそ町政と議会が町民生活を

守る本来の役割を果たすことが求められています。 

 そこで、住民の関心が高い国民健康保険と介護保険について伺います。 

 まず第１に、国民健康保険についてです。 

 １点目に、国保の滞納世帯は幾らあるのでしょうか。またそのうち差し押さえら

れている件数は幾らあるのでしょうか。 

 ２点目に、国民健康保険の被保険者証、短期被保険者証、資格証明書のいずれも

受け取っていない世帯は幾らあるのでしょうか。 

 ３点目に、政府は、今年度、非自発的失業者の保険税の軽減措置を実施しました

が、芦屋町では行っているのでしょうか。また、運用状況はどのようになっている

のか伺います。 

 ４点目に、今年９月の１３日、厚生労働省は国保法第４４条に基づく窓口負担軽

減制度について、災害、廃業、失業などで著しく収入が減少した場合の減免条件と

して、１、入院療養を受ける被保険者の属する世帯であり、２、生活保護基準以下

であり、３、預貯金が生活保護基準の３カ月以内の世帯を対象にするという新たな

基準を示す通知を出しましたが、その運用状況はどのようになっているのでしょう

か。 

 ５点目に、政府は今年５月に国保法の改正を行いました。この中では、国保を広

域化し、都道府県単位に集約するための一連の制度改変が盛り込まれました。これ



により、国保はどう変わり、住民負担、保険料はどうなるのかを伺います。 

 第２に、介護保険の問題について伺います。 

 介護保険制度が開始されて１０年が経過しました。芦屋町は福岡県介護保険広域

連合に加盟して介護保険制度を運営しています。 

 １点目に、現在の広域連合における介護保険の実態をどう考えているのか伺いま

す。また、広域連合における問題点、課題についてはどのように考えているのか伺

います。 

 ２点目に、１１月２５日、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会は、２０１

２年度の介護保険制度改正に向けた意見書を取りまとめました。この中では、「要

支援者を介護保険のサービスの対象から外す」「年間所得２００万円以上の利用料

を２割に倍増」「ケアプランの有料化」「施設の居住費を軽減する給付の支給要件に

資産や家族の負担能力を追加」「軽度の利用料を２割に倍増」「施設の相部屋の居住

費を月５,０００円値上げ」など利用者への給付削減と負担増が上げられています。

これでは、「負担あって介護なし」と言われる介護保険の実態を一層深刻にします。

お年寄りから生きる意欲を失わせるこのような見直し案は撤回すべきです。この見

直しに対して町長はいかがお考えなのかを伺います。 

 以上で、第１回目の質問を終わります。 

○議長 横尾 武志君   

 執行部の答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長 境  富雄君   

 要旨１点目の国保税の滞納世帯は幾らあるのか。またそのうち差し押さえ件数は

幾らあるのかというご質問に対してお答えをいたします。 

 滞納者数２１年度末でお答えをさせていただきますが、２１年度末の累計６６６

件あるわけでございますが、その中で２１年度課税分を滞納されている方は３０９

件でございます。 

 ２点目の、その差し押さえ件数ということでございますが、国保関連の差し押さ

え件数につきましては２１年度中に差し押さえをした件数は、２１年度の課税分を

含みまして１９件でございます。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 ２点目から５点目までお答えいたします。 

 まず２点目、国民健康保険の被保険者証、短期被保険者証、資格証明書のいずれ

も受け取っていない世帯は幾らあるのかということですが、保険証はご存じのよう

に１年に１度、３月末に、簡易書留の郵送でもって切り替えを行っております。た

だし、滞納世帯の方には保険証ではなく手紙を送り、納付相談をしていただくよう

にしております。また、芦屋町では資格書は発行しておりません。したがいまして、

現在、１１月末現在では、保険証を渡していない方は滞納のある世帯８０世帯、滞

納のない世帯７世帯、合計８７世帯です。 

 ただし、これは渡してないというよりも、一時役場のほうで保管しているという

ふうに受け取っております。 

 ３点目、政府は今年度、非自発的失業者の保険税の軽減措置を実施しましたが、

芦屋町では行っているのかというご質問なんですが、この国保税の軽減については、



国保税の改正を４月に専決処分で行い、６月の議会で報告しております。よって、

２２年４月１日より実施しています。運用状況についてですが、まずそういう方、

該当される方については、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証、国

民健康保険証、印鑑を持って役場の窓口に来ていただくようにしております。 

 なお、この件については６月の広報あしやで広報しております。 

 運用状況についてですが、２２年１１月末現在、２５件の申請があり、同様の件

数２５件の国保税の軽減を行っております。 

 続きまして、４点目、今年９月１３日の厚労省の国民健康保険法第４４条に基づ

く窓口負担軽減制度について、災害、廃業、失業などで著しく収入が減少した場合

の減免条件として、１、入院療養を受ける被保険者の属する世帯、２、生活保護基

準以下、３、預貯金が生活保護基準の３カ月以内の世帯を対象にする新たな基準を

示す通知を出したが、その運用状況はどうなのかということですが、まず、各市町

村が行っている国民健康保険制度、もちろん川上議員はご存じだと思いますが、国、

県の補助金、社会保険診療報酬支払基金からの交付金及び国民健康保険税の収入を

もって医療給付を行うものです。しかしながら、国保税の伸び悩みや国、県補助金

の減額、医療費の増大等により、その運営基盤は脆弱となっており、そのため一般

会計より運営補助として補助金を受けております。このような財政状況の中では、

これ以上の財政負担は困難と感じております。また、県内初め郡内他町も実施して

おりません。したがいまして、現時点ではこの制度の運用の実施は難しい状況にあ

ると思います。 

 ５点目、政府は今年５月に国民健康保険法の改正を行いました。この中では、国

保を広域化し、都道府県単位に集約するための一連の制度変革が盛り込まれました。

これにより国保はどう変わるのか、また住民負担、特に保険料はどうなるのかとい

うことですが、この改正の中での広域化に関することは、市町村国保の財政の安定

化を図るために都道府県単位による運営の広域化を推進する措置を実施すると法律

で規定されました。これを受けて、福岡県では、福岡県市町村国保広域化等支援方

針を１２月、今月までに各自治体の意見を集約した上で定める予定です。 

 また住民負担、保険料については県単位での保険率等として目標となる標準を今

後設定していくことになるというふうに定められました。 

 なお、スケジュール的には、この支援方針等計画については２４年度末を目標に

作成することとなっております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 福祉課長。 

○福祉課長 藤崎 隆好君   

 介護保険につきまして、１点目の介護保険広域連合の実態と問題点、課題につい

てお答えいたします。 

 福岡県介護保険連合は、介護保険制度が始まりました平成１２年度に福岡県内の

７２市町村で構成され、各地域ごとに１４の支部に分けた中で運用を開始しており

ます。 

 当初、広域連合を組織するに当たりまして、広域化のメリットとしまして、認定

基準や保険料の平準化で地域間の格差を解消できる。また、介護保険認定審査会の

委員に専門的な人材を確保できる。財政規模が大きくなることによって安定した保

険運営を行うことができる。また、人件費、電算機器の事務経費を大幅に削減する



ことができるなどとしておりました。 

 しかしながら、この広域連合も、現在では市町村合併あるいは合併に伴う連合の

脱退などによりまして、現在８支部３３の市町村での構成となっております。 

 課題の１つとしまして、介護保険料を現在３つのグループに分けて設定している

ことが上げられます。当初、広域化のメリットとしまして介護保険料の平準化、地

域間格差の解消を掲げておりましたけれども、実際には地域ごとのサービス利用状

況に大きな差が出ております。このことに対する不公平感から、現在は保険料を３

段階に分けて設定しておりまして、保険料の平準化ということはできていない状況

になっております。ちなみに、芦屋町は中間のグループでありますＢグループに属

しております。 

 また、介護保険連合では、地域包括支援センターを支部ごとに１カ所ずつ設置し

ております。芦屋町においては遠賀郡４町で構成します遠賀支部に設置されている

わけですけれども、地域の高齢者を支援するための地域包括支援センターが遠賀町

に設置されているということは、地域の高齢者を支えるという意味では１つの課題

であると考えております。 

 ２点目の厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会の意見書につきましてお答え

いたします。 

 平成２４年度からの介護保険制度の改正に向けまして、厚生労働大臣の諮問機関

であります社会保障審議会介護保険部会において検討がされておりまして、このほ

ど意見書が提出されたわけです。この中で、ご指摘のような内容が一部示されてお

りますけれども、具体的な年間所得２００万円以上あるいは住居費を月５,０００

円値上げなどといいます具体的な金額については記されておりません。また、ご指

摘のそれぞれの意見には反対の意見も併記されておりまして、サービスの給付の削

減に反対する意見や、居住費は現状を維持すべきであるという意見、あるいは負担

増を求める場合には慎重にすべきであるなどという意見も併記されております。 

 このため、今後、厚労省において検討されます経過を見守る必要があろうかと思

います。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 介護保険２点目の「負担あって介護なし」と言われる介護保険の実態は深刻です。

この見直しについて町長はどう考えるかというご質問でございますが、今、課長が

述べましたように、厚労省の諮問機関の意見書でありまして、その中にも、委員の

中にも反対意見が出ておるということで、一応審議の段階ですので、今後、政府・

国会においてどのような審議がなされるか注視しなければなりませんが、基本的に

は、今後、高齢者の増加が予想されるわけでございます。今後、ふえ続ける介護費

用をだれがどのような形で負担するかという問題だろうと思っております。 

 政府、いわゆる民主党におきましては、マニフェストにおいて「コンクリートか

ら人へ」という大きなテーマを掲げられまして政権与党ということになったわけで

ございます。やはり川上議員ご指摘のように、年金、それから介護、この保険とい

うのが、国が大きな責任を持ってやってもらわなければ、このことを地方に押しつ

けられても地方がつぶれてしまいます。このことがもし実施に向けてされようとす

るならば、これは恐らく県の町村会長会でもほぼ全員が反対して大きな動きになろ



うかと予想されます。いかなる形になるにせよ、高齢者の収入は年金のみが方が多

数であるわけでございます。当然、低所得者である高齢者に対して負担の軽減を図

る必要があると思いますし、高齢者が地域で安全、そして安心して生活できる制度

とすべきであろうと考えております。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、国保の問題から再質問いたします。国保の滞納３０９件、差し押さえ

が１９件あるということですが、この１９件の差し押さえの内容はどのようになっ

ているんでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 税務課長。 

○税務課長 境  富雄君   

 １９件の内容でございますが、主に預貯金、給与、不動産でございます。９割以

上は預貯金でございます。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 預貯金から滞納された保険料を、また給与を引くという、そういったことを行っ

ているということですね。 

 それでは、まず憲法２５条には、こういったふうに書いてあります。「すべての

国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活

部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければな

らない」という、こういったことが書いてあります。これに基づいて、健康保険法

ができ、国民健康保険法第１条では「社会保障及び国民保険のための制度として規

定しています。そしてまた４条では、「国保の運営責任は国が負っている」という、

こういったことを明記しているわけです。国の財政支出のもとで基礎自治体である

市町村が保健福祉と連携して住民に医療を給付する社会保障の仕組み、これが国民

健康保険です。相互扶助、保険制度、そういったことはこの国民健康保険法の中に

は書いてありません。今言われていましたように、国民健康保険税の滞納も一般的

な税の滞納と同じような位置づけをして預貯金の差し押さえ、不動産の差し押さえ、

こういったことを行い、国や県は、特にこういった指導をし、徴収率を上げるため

に人権無視の国保行政を行っているのが今の現実です。プライバシー無視の財産調

査、またわずかな預貯金、生活必需品の差し押さえ、加入者に無断で生命保険や学

資保険を解約する、こういったことが横行して、脅迫まがいの催促、非情な滞納制

裁が各地で問題になっているという、こういった状況です。芦屋町でも預貯金の差

し押さえとかそういったことをやること自体は、やはりこの国民健康保険法の精神

から大きく逸脱することではないかと私は思います。 

 この３月の国会の中で厚生労働大臣は、払えるのに払わない、こういった人以外

の方については、やはり特定の対応ですべきだということで、一律に保険税滞納を

払わない人と払えない人を一緒にするなという、こういったことを国会でも答弁し



ています。そういった点では、私は芦屋町ではこのような人権無視の徴収を行うこ

となく、滞納している家庭の状況をよく聞き、そして減免や分納など納付相談に応

じる、こういったことを徴収の基本とすべきと思いますが、そういった点ではいか

がお考えでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 税務課長。 

○税務課長 境  富雄君   

 この差し押さえというのは、基本的に流れがあります。当然、納期まで納めてい

ただかない場合は督促状というのをこれは出します。税法上は、督促状を出して１

週間、２週間になると差し押さえ可能となっておりますが、その後催告書、それか

ら職員が電話催促をするケースもあります。それから、やはり預金・貯金云々があ

るのかどうなのか、その辺の調査も当然把握をします。そして、最終的に差し押さ

えをしますよという予告書を発送いたします。そして最終的には差し押さえ処分と

いう形になっているわけですが、その過程の中で何らかの納税相談等があれば、差

し押さえという処分は行っておりません。 

 当然、差し押さえというのはあくまで悪質な滞納者の方について、何の連絡もな

い、連絡もとれない。その方に対して最終的な手段として差し押さえということで

ございますので、３００世帯おられますが、ほとんどの方は当然納税相談にお見え

になりまして、当然それなりの、職員も温かいハートを持っていますから、当然生

活状況を十分考慮した上での判断でございます。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 当然、やはり払えない人、そういったことが当面の調査の中でもわかってくると

思いますので、そういった方に関しては、やはり国保法の精神に基づいて、こうい

った差し押さえは極めて押さえてもらうよう、今後とも十分な対応をしていただき

たいというふうに思います。 

 それと、２点目に、それではなぜこういった滞納が生まれるのかという部分にな

りますと、やはり一番大きな原因としては、国保料が高過ぎるという、こういった

ことが問題であります。所得２００万円台で３０万、４０万円の負担を強いられ、

支払い能力をはるかに超えている国保料となっています。こういったことにやっぱ

り住民と悲鳴を上げています。 

 先ほどいいましたように、芦屋町でも３０８の世帯の滞納がありますけど、これ

が国保料の高騰、そして滞納税、そしてそれによって財政が悪化する。そしてまた

保険料の高騰という、そういった悪循環から抜け出せなくなっているという、そう

いったところがあります。 

 先ほど住民課の課長が言ったように、芦屋町では資格証明書は発行せず、そうい

った対応をとっていますし、国保料を押さえようという、そういった観点から、一

般会計の繰り入れを行っています。平成１９年、平成２０年、平成２１年の一般会

計からの法定外繰り入れ、これは幾らでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   



 はい。運営補助としての純粋な補助金としては、１９年度６,０００万円、２０年度

６,０００万円、２１年度４,５００万円です。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 平成２１年度は繰り上げ額が１,３４０万円ほど減っているという、これはやは

りちょっと問題ですけど、一定の国保料を抑えるために一般会計からの繰り入れに

努力しているという、こういったことをやっているので国保税が福岡県内では５６

番目という、そういった状況です。金額的には３０万７,４００円というのが課税

所得２００万円での芦屋町の平均的な国保税です。福岡県内が見ますと、一番高い

のは久留米市が４３万２,０００円、そして一番低いのが東峰村の２８万５,１００

円と、やはり相当のトップと一番下とでは開きがあります。そういった点で、やは

り今後とも国保料の高騰を抑え、そういった滞納がふえることを防ぐためにも、さ

らに国保料を引き下げ滞納を下げていくため、そういった点で町としても繰り入れ

をふやすことが今後ともしていかなければいけないというふうに思いますが、その

点はいかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 一般会計からの補助金というのは、通常税金、もちろんすべての一般会計は税金

でほとんど賄うんですが、国民健康保険特別会計という制度というのは先ほど申し

ましたように、国、県補助金、支払い基金からの交付金、国保税でもって医療給付

を行うというのがこの制度の根源です。したがって、それで成り立たない場合に一

般会計から補助を受けということになります。 

 実は、芦屋町で国民健康保険の世帯は３０％程度になっております。そこに多額

の一般財源を繰り入れるというのはおのずと限度があろうかと担当課としては思っ

ております。もちろん苦しくなればやはり一般会計に頼るということは心の中では

ありますが、今のところこの繰り入れでやっていけておりますので、それから国保

税の税率等も県の中でも低いほうにあります。ぜひこの保険料率等は維持していき

たいと思うし、一般会計の繰り入れをふやさないように経営努力をしていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 それでは、町長に答弁をお願いいたします。 

 先ほども言いましたように、国保が高くなった原因、これは国がやっぱり１９８

４年の国保法改悪で医療費の４５％の定率負担を給付の５０％、すなわち医療費の

３８.５％に削減したからです。その後、市町村国保に占める国庫支出金は５０％

から２４％になって、１人当たりの保険料は２.３倍になっているというような状

況です。さらに、事業主負担もない国保はもともと適正な財政支出があって初めて

成り立つ医療保険です。加入者の貧困化にもかかわらず国庫負担を復元しなかった

ことがやはり今のこういった国保の高騰につながっているということです。 



 ちなみに、福岡県の国保加入世帯の平均所得、これは失業者や非正規労働者の大

量加入、そして自営業者や農林漁業者の経営難、それから倒産、廃業のために１９９５

年の１５１万４,０００円から２００８年には１０７万７,０００円ということで、

１３年間で４３万７,０００円、３割も所得が減っているという、こういったこと

になっております。やはり国保の滞納は国が負担を減らしたことに最大の原因があり、

まして今の民主党は、野党時代、市町村国保に対して９,０００億円の予算措置を我が

党が政権をとったらやらせていただくという、こういったことを明言していました。

ところが、今年度の国保料の軽減のために新規に組まれた予算は、先ほど言った非

自発的失業者に係る措置だけで４０億円にすぎないという状況です。そういった点

では、国保の負担をやっぱり増額を国に求めていくという、こういったことが必要

と思いますが、町としてもぜひ国に国保の国庫負担の増額、これを求めていただき

たいというふうに思いますが、そういった点ではいかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 国保だけとって国にどうだという話ではなく、我々がやっぱり１つの町の首長と

して言ってもなかなか制度は動いてくれません。やはり県単位、それから全国単位

でこういうことは、つい先日も全国大会がありました。そういうような、私が先ほ

ど申し上げました年金、介護、保険、この辺についてきっちり国民生活を守ってく

れというスローガンが発表されました。 

 それからもう一点、ちょっとこれ言い方があれなんですけど、国保というのはそ

もそも、課長が先ほどるる説明がありましたように、一種の共済みたいな形です、

基本的に。それを芦屋町の一般財源から、これ交付税措置もなにもありません。一

般財源からお出ししているという、これはもう各近隣でもそうです。どこでもそう

いうふうにやっている。で、これは、いわゆる社会保険の人たちもたくさんいらっ

しゃるわけでございまして、町の税を一般会計から国保の方だけに多額の金を繰り

入れるというのは税の不公平感というのも問題もあろうかと思います。今、川上議

員が言われた国への働きかけというのは、そういう形で町村会としての団体として

取り組んでおります。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 ぜひお願いいたします。 

 それと、国保は共済ではないかということですが、しかし、先ほども言いました

ように、国民健康保険法の中には共済という言葉は出てきていません。戦前の国保

法の中には、相互扶助とかそういったことが使われましたが、新しくできた国民健

康保険では、やはりこれ社会保障であるということが明確にされています。だから

こそ国が責任を持って財政措置もやらなければいけないということが明記されてい

るんです。ただ、それが財政措置を国がしてないから、市町村がそういったところ

を国の肩がわりでやっているのが今の現状なんで、それはそれで市町村としても大

変だと思いますけれども、ただやはり市町村は国の悪政が行われる中で、住民を守

るために存在するというのが市町村の役割だと思うんです。そういった点では、今

後とも一般会計の繰り入れということを基本的に考えて運営していただきたいとい



うふうに思います。 

 それと、無保険者に対する対応ということで、８７世帯あるということですが、

確かに芦屋町は資格証明書は発行していないと、短期証のみで対応されているとい

うことは大変評価できることなんですけど、それでは、こういった預かられている

という無保険者、こういったことを所持していない方はどういった医療を受ければ

いいんでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 お預かりしている理由は、納付相談に来ていただきたいために一時お預かりして

おります。そのために住民課としては手紙で通知を出したり、税務課としては電話

で連絡等をとっております。それでもなおかつ接触がないという方が今現在８０世

帯あるということです。 

 したがって、病院にかかってないのではないかというのは想像しますが、そうい

う我慢をしなくて、ぜひ役場に相談に来ていただいて、ないならないなりの手だて

がございます。ぜひとも来るように努めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 全国にはそういった無保険者になって医者にかかれない。かかれば１００％の医

療費を払わなくてはいけないという、そういったことで医者にかからなくて救急病

院に運ばれて亡くなっている方というのも相当出てきています。そういった無保険

者を解消するためにどう対応するのかという、そういった点では、こちらからやっ

ぱり待っているのではなくて、やはり相手がわかっているんですから、そういった

ところに訪問して、そういった話をすることもありますし、また今度後期高齢者医

療制度では、今年から短期保険証を発行することを聞きました。この後期高齢者の

短期保険証は、高齢者に保険証がないということはと許されないということで、す

べての方に郵送でから渡して、一応保険証にはするという、保険は持っているとい

う、そういった形をとっております。 

 福岡県の中でも９市町村が無保険者ゼロという町があります。そういった点では、

芦屋町としても郵送で行い、無保険状態を解消すべきという、こういったことを早

急にとらないと、これは人の命にかかわる問題ですから、そういった点では、ぜひ

無保険状態を解消するという、そういったことに対して全力を挙げていただきたい

と思いますが、この点はいかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 先ほど申しましたように、決して無保険者にしたくてしているということではご

ざいません。後期にはそういう方法をとりました、確かに。無保険者がないように、

困らないようにとしています。しかし、国民健康保険制度においては、まだほとん

どの場合は納付なくして給付がない、これは大原則だと私思っております。つまり、

国民健康保険税がないでも給付が受けられるという制度はいかがなものかと私は思

います。 



 ただ、だからといって何もない、ただほったらかしているんじゃ、こちらとして

は精いっぱいの努力はしておりますし、ぜひ困ったときは相談していただきたいと

いうのが本音です。決して訪問、例えば電話ではちょっとぐあい悪いから来てくれ

んというと当然行きますし、何もないというのも一番苦慮しているところです。し

たがって、無保険者は現状としては確かにありますが、決して望んで私たちがそう

しているわけではないし、必ず相談があって、例えば今ゼロですよと、どうしてく

れるんかといったときにはそれなりの方法っていうか、例えば福祉に相談するとか

いろいろあります。このあたりは多分川上議員わかってご質問されていると思いま

すが、原則は原則、何も払わなくて給付だけというのは今のところ考えておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 それは、先ほどから言った国民健康保険法の精神からやっぱり逸脱しているとい

う部分があると思うんです。払えるのに払わないことが証明できた場合以外の方は

慎重に取り扱うと、これは国の大臣も言っているわけです。ですから、払わない人

に対しては、やはりそういったところを加味しながら、最低限でも命を守るために

保険証を渡すと、最低限の保険証は。そういったことをするのが、これは自治体の

役割だと私は思います。 

 続きまして、国保税の軽減措置について。これは芦屋町でやっているということ

ですが、これは０９年７月に、政府は、失業した人が前年の高い国保税に苦しんで

いる被保険者を救うために自治体の裁量で減免を拡充できる通達を出して、さらに

今回、別の措置として、非自発的失業者、首を切られた方、こういった方には国保

税の軽減を行うということをお聞きしています。ただ、先ほど課長も、周知は行っ

たと言っておりますが、対象者が２２名とか２６名とかという、そういった数字だ

ったと思います。そういった点では、さらにやっぱりこういった制度があるという

ことを周知することを徹底していただきたいというふうに思いますが、その点はい

かがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 再度広報します。 

 それから、お聞きするところによると、ハローワークさんでも進めておるという

ふうに聞いております。ぜひそういう方がおられたら、こういう制度があるという

ことだけはお知らせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 続いて、国保法第４４条の減免について伺います。 

 厚生省は９月の１３日に新しい基準を示しました。新基準は、収入の減少につい

て明確にして、減免期間を明示し、減免額の２分の１を国が負担するという、こう

いったことを言っておられます。課長は、そういったことは財政上厳しいからやれ



ませんというようなことを言っておりますが、これは福岡県知事も今度の９月議会

で、失業などにより収入が著しく減少し、一時負担の支払いが困難となった方に対

する減免や徴収猶予などについては、実情に配慮したきめ細やかな対応をとるよう

に、市町村保険者に助言しますという、こういったことを９月の県議会でされてい

るわけなんです。そういった点では、当然、福岡県内の自治体がこれを行いますし、

また全体として全然やってないということではなくて、一部負担の減免実施をやっ

ているという自治体は６０自治体中２４自治体あります。そして、未実施保険者が

３６ということです。ただ、実際の運用についてはまだそれほど大きい件数が出て

ないというのが今の現状です。そういった点では、まず最初に、こういったことを

実施する体制をつくっていく要綱をつくるという、これを行うこと。そしてまた、

県、国自体が財政措置もすると言ってるんですから、これをやっていかなければい

けないということになりますし、また今度の国会の中でも、厚生労働省はこの内容

に関して、先ほど言った３つの生活保護基準以下とかそういったこと、３つの市町

村の自主性を担保しなければならない。国の基準は１つの最低限のもので、上積み

を行うことが望ましいという、こういったことを言って、市町村として独自の基準

をつくってやることもやってくれという、そういったことを言っております。そう

いった点で、芦屋町としてもぜひこの国保法４４条の新しい基準に基づく運用をや

っていただきたいというふうに思います。 

 今後、それは執行部の中でも論議され、また県や国からもそういった指導もある

と思いますが、ぜひやっていただきたいことと、それともう一点、先ほど言った３

つの基準点をすべてクリアするという点では大変厳しい問題があります。そういっ

た点では失業、廃業で著しく減少したときではなくて、やはり恒常的に生活保護水

準以下の方、また入院だけではなくて通院、こういったことによって困っている方、

こういった方もその対象に入れるという、そういったことも国自体は基準を自分た

ちで設定することは構わないということを言っていますので、そういったものも含

めて今後検討していただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 先ほど申しました二十数自治団体、三十数自治団体は、最初のほうは減免、要す

るに一部負担、この窓口一部負担というのは、簡単にいいますと、病院で払うお金

を免除する、もしくは一部軽減する。つまり、役所が当然払うということになりま

す。このことなんですが、最初に二十何団体、三十何団体というのは、条例もしく

は規則がある団体ですので、あればこれはすぐ取りかかれる。今のところ芦屋町で

はこの条例は設置しておりません。 

 それから、確かにあります。ただし、今芦屋町がとっている賦課、要するに国保

税をかける段階においては２割・５割・７割という軽減措置はあります。それから、

国保税全体なんですが、高額医療、私たちが病気したら１カ月８万程度の負担があ

るんですが、収入の少ない方は３万程度で抑えられるという高額医療、課税及びそ

ういう給付においても補助があります。さらに、この窓口負担、一部医療費を払う

というまで補助ということなんですが、それを検討したいということですが、今の

ところ実施はまだ確認とれておりませんし、条例というのも今から考えていきたい

と思っております。 

 以上です。 



○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 それでは、国保の広域化の問題について伺います。 

 今後の協議の進捗状況、スケジュール、また広域化等支援方針が県から出される。

それでまた市町村広域化連携会議、こういったものの中で審議されるということを

課長も答弁されていましたが、まずやはり、この広域化によって保険料はどうなる

かという、そういった答弁については詳しく内容が踏み込んでなかったんですが、

その点はこの広域化によって保険料は上がっていくんですか下がっていくんですか。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 先ほど申しましたように、目標となる保険料を設定していくというのが現在決ま

っているだけで、上がっていくかどうかというのは今のところわかりません。ただ

し、保険料としては県内の平均を芦屋町は下回っておりますので、単純に考えると、

少しは上がるかもしれないという可能性はあると思います。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 今度の５月の会議、国保法改定後の１週間後に、国から通達がありまして、一般

会計繰り入れによる赤字補てんについては、保険料の引き上げ、収納率の向上、医

療費の適正化の推進により早期に解消に努めることという通達が出ました。つまり、

一般会計からの繰り入れはやめろと。そうしないと国保の広域化はできない。いろ

んな町でから水準が違っていたらだめだから一般会計からの繰り入れはもうさせま

せんよということを言っているんです。 

 そういったふうになりますと、福岡県下で０９年度で１２２億円の繰り入れが各

市町村から行われております。これがなくなりますと、一人当たり約１万円、多い

ところでは１万８,０００円も国保料が上がるという、そういった試算が出ている

わけなんです。ですから、本市ではなくて、やはり国保の広域化によって相当の保

険料が住民負担なり、そしてまた給付を行えばそれがすべて一般会計の繰り入れが

なくなるわけですから、すべては保険料にはね上がっていって、際立って保険料が

上がっていくというそういった状況が生まれてくるということなんです。 

 こういったことを準備していくのが、今の国のやり方の中では、例えば０６年に

保険財政共同安定化事業を行いました。これはレセプト３０万円以上の医療を受け

る場合には基金から出されるということで、県の基金から出されます。これをどん

どんどんどん今度下げていってもいいという法律改正をしています。これが事実上

１円になれば、１円以上の医療費については国が出すという、そういった国保の広

域化につながっていくという状況になります。 

 それともう一つは、後期高齢者医療制度です。後期高齢者医療制度が今度改定さ

れますが、その中では、高齢者を国保の中に移して、そしてそれは都道府県が管理

するという、そういったことで、この国保の広域化と連携させてやっていっていま

す。ですから、必ずそういった方向で国保の広域化、都道府県が運営するという、

そういった状況が生まれてくるわけです。こういったことになりますと、保険料が



上がるだけではなくて、広域化によって住民の声が届かなくなってくるということ

も懸念されます。今、各市町村は、国民健康保険運営協議会を持っています。この

中で、いろんな住民が参加したり議員も参加したりして、国保に関することのいろ

んな制度改正や保険料の適正化を図る、こういったことが審議されて、そして答申

されています。これは、国保の広域化では福岡県一本になってしまって、住民の声

が届かないという、こういった状況が生まれます。そういった点で、やはり国保の

広域化というのは、住民福祉を進める制度から機械的な徴収、給付機関、こういっ

たことに変貌されるということが危惧されるんです。そういった点で、これについ

てどう考えるのか。先ほど町長が、この問題ではなく、介護保険だけではなくて国

保とかそういった部分も含めて、国に意見を言わなけりゃいけないかというふうに

言ってましたけど、そういった点では、この国保の広域化もぜひ町村会に、そして

国へ意見を上げていただきたいと思いますが、町長、いかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 今議員まさに言われましたように、先ほどの件と全く同じでございまして、一応

結局芦屋町の例えば総論としては賛成と、しかし、各論がどういうものが出てくる

かというのが全く見えてこない。やはりこれは国、県がきっちりした財源を確保し

ていただかないとこの問題は取り組めないのではないかと思います。国は国で今川

上議員が言われましたように、２５年の４月１日、高齢者制度とこれを合体してや

ろうといったもくろみが見えているだけで、中身が全然示されていない。これも今

からの問題であるかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 それでは、時間がないので、最後に介護保険の問題に移ります。 

 介護保険、やはりグループ別の保険料の問題、また地域包括支援センターが全県

下に１つ、そして各支部に出ていって１つという、そういった状況で、住民の声が

十分反映されていないという、そういった問題点であるというふうに言われていま

した。 

 例えばやまず第１に、先ほどもアンケートでも申しましたように、介護保険料が

高過ぎるという意見が圧倒的です。これは具体的に、芦屋町の保険料は全国４,０

９０円の保険料というのが芦屋町ではＢグループとしてでも４,７００円というこ

とで、全国でも高い水準であります。そういった点では、この保険料を下げていく

ということが必要です。その点で、財源はどこにあるかという問題ですけど、広域

連合としては県の財政安定化基金から４６億円借りておりましたけれども、これが

もうすべて返済して、２０１０年度の見込みでは２８億３,９００万円の基金が余

ります。そしてまた、今まで広域連合は財政安定化基金の返済のためということで

上乗せの徴収を続けてきました。これも返済が終わった２２年、２３年度の２年間

も続けています。これだけで１０億円あります。基本的には４０億近い財源があり

ます。これを使って介護保険料を引き下げるということはできますので、ぜひ広域

連合でも論議していただきたいと思います。厚生労働省も、準備基金については次

期計画期間に歳入として繰り入れるべきものと指摘しています。高齢者は、ほんと



にもうその明くる年には亡くなったりとか、病気で移転したりとか、そういったこ

とがありますので、ぜひ早急に高齢者に対する還元を行うということで、介護保険

料の引き下げをしていただきたいというふうに思っています。 

 それと、グループ別保険料の問題については、このグループ別保険料が最大の６

年間行うということになっています。そういった点では、もう始まってから５年た

ちますので、来年で６年が来ます。第４期の最終年度の１１年まで行われれば７年

間行うということになります。そして、５期では平成１２年から１４年度もやれば

今度は国保や地方税法上の問題なんかも出てくるので、今後こういったグループ別

保険料を維持するということは大変難しい状況になってきていると思いますので、

この問題についてもぜひ介護保険の広域連合の中で十分に論議していただきたいと

思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 福祉課長。 

○福祉課長 藤崎 隆好君   

 議員ご指摘のとおり、グループ別保険料については問題であるという認識はある

わけですけれども、実際に課題の１つとして議員申されましたとおり、大きな組織

になりますとなかなか小さな市町村の考えだけが反映されるというのはなかなか難

しいものがあろうかと思います。この辺の問題について協議する場が今後ありまし

たら、そういった訴えということをやっていくこともできるわけですけれども、来

年度に２４年度以降の保険料の決定に向けての協議があろうかと思いますので、そ

ういう場がありましたら申し述べていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 ８番 川上 誠一君   

 ぜひそういった論議をしていただきたいと思います。 

 それと、広域連合の発展的解消という問題です。やはり広域連合は発足当時のス

ケールメリットとかそういった部分がもうなくなっています。そういった点では、

発展的解消によりきめ細やかなサービスができる枠組みをつくることが必要だと思

います。介護保険を行うには、認定審査会の医師の確保などが必要となるために一

定の人口が必要となっています。単独で行うのか支部の枠組みで行うのか、そうい

った十分な論議を行い、最も有効な枠組みで介護保険制度を運営していくことを要

望いたしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、川上議員の一般質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長 横尾 武志君   

 ただいまからしばらく休憩いたします。 

 なお、午後からの一般質問は１３時３０分から行います。 

午後０時08分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時30分再開 

○議長 横尾 武志君   

 再開します。 



 午前中に引き続き一般質問を行います。 

 まず、６番、岡議員の一般質問を許します。岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 ６番、岡夏子、一般質問を行います。 

 本日は、仕組み債の購入について質問させていただきます。 

 町民の財産である基金の運用に関して、総額６億円の外国為替債（仕組み債）を

町が購入していることを９月議会でも質問いたしましたが、その後の調査などによ

り、そのときの答弁や内容に疑義が生じましたので、２件の債券の購入時期、商品

銘柄、購入金額、償還日及びリスクを含むその内容と購入前の協議などについて、

改めて町長にお尋ねするものです。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長 横尾 武志君   

 執行部の答弁を求めます。町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 岡議員の仕組み債の購入についてのご質問でございますが、今、岡議員が質問の

要旨を述べられたわけでございますが、その中段からちょっともう一度反復します

と、９月議会で質問したその後の調査などにより答弁や内容に疑義が生じたので、

２件の購入時期、商品銘柄、購入金額、償還日及びリスク及びその内容と購入前の

協議などついて改めて尋ねるということでございますが、この今、岡議員の質問の

購入時期から協議につきましては、前回の９月議会の議事録を私も精査いたしまし

た。そしたら、この６項目については既に答弁をいたしております。その答弁の疑

義が生じたということなんですが、一般質問のときその要旨はどういう疑義かとい

うことが明記してない。で、こちらも何の資料を用意していいかわかりません。そ

こで、議会事務局長に、ちょっとこれ尋ねてくれというふうにお願いしたところ、

お答えがなかったということでございます。 

 それで、その要旨がない中でどういうようなお答えをしていいのかというのがち

ょっとわからないので、前回と同じような、これすべて前回答弁しておりますので、

また反復という形の中でお答えというか、答弁していいのかということをまずもっ

て、ちょっとお断りしたいんですけど。それでよろしいですか。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 はい、最後尾のところに、改めてということではございます。しかし、お答えが

同じ答弁でありますということの今お答えをいただいていますので、同じお答えに

なってもならなくてもそちらのほうでご答弁いただければと思います。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 そういうことでございますので、購入時期から協議などについて会計管理者から

まず答弁をさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   



 それでは、仕組み債の購入についてということでございますので、質問にありま

すように、購入時期のほうから説明させていただきます。 

 まず、購入時期でございます。購入につきましては決裁をとりまして、申し込み

を平成２０年３月２８日に行い、債券の購入日は豪ドルの分で平成２０年４月９日

となっております。米ドルのほうにつきましては、２０年の６月２６日に申し込み

等の手続を行い、その年、同年２０年７月１６日に債券購入となっております。 

 商品銘柄につきましては、正式名称は豪ドルのほうが豪ドル円為替連動債、米ド

ルのほうが円建て累積クーポン型早期償還条項付米ドル円為替レート連動利付債と

いうふうになっております。 

 購入金額につきましてはそれぞれ３億円。償還日につきましては、豪ドルが償還

日２０３８年４月９日、米ドルが最終償還日２０３８年７月１６日。ただし、両方

とも早期償還条項がございますので、それぞれ累積クーポンが、豪ドルが５％、米

ドルが６％に達した時点で元金が円で１００％償還されます。この償還日というの

は、あくまで最長３０年となっておりますが、米ドルのみずほ証券の債券の使用リ

スクの中には、投資期間に関するリスクとして、本債券は累積クーポン額があらか

じめ定められた一定の累積クーポン目標額に到達するか否かにより早期償還の有無

が決定され、投資期間はあらかじめ確定していませんというようなリスク表示がさ

れております。 

 最後に、購入前の協議でございます。まず、債券購入に関しましては、ペイオフ

対策の一環として検討を行っております。それから、芦屋町債券運用指針に基づき

検討し、基金の運用計画等についても財政課と協議を行った後、副町長との協議を

重ね、町長の決裁後に購入を決定しております。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 ２回目の質問に入りますが、購入前の協議、最後のところですけれども、ただい

まの説明では、財政課と協議して副町長にも相談し、最後に町長の決裁を受けると

いう説明でございましたが、この事前の協議、例えばこれはそれぞれ、後で質問し

ようかと思っていたんですけど、いろいろな基金を債券購入に充てているという現

状では、それぞれの基金を所管している課との協議は入っているのでしょうか。 

 それと、その協議、事前の財政課との協議というのは、一定の町の財政の状況と

かそういうことを踏まえた、言ったらあれですが、通り一遍の協議なのでしょうか。

それとも、その中にこの証券の内容に関するもろもろの資料が入った上での協議な

のでしょうか。その２つをまずもってお尋ねいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 ただいまの質問でございますが、実は、平成２０年３月に購入しておりまして、

そこの詳しいところの協議内容については承知いたしておりません。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   



 そうしますと、この事前協議に関しては何らか、要点筆記なりそういうものが現

会計管理者のもとにはないというふうに承知してよろしいんでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 決裁文の中には詳細のおっしゃるような協議内容についてはございません。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 そうしますと、この債券、先ほど来それぞれの名称で銘柄がちゃんとついている

んですが、通称米ドルの仕組み債あるいは豪ドル仕組み債というふうに、もう長い

ので言わさせていただきますが、今後の質問のところで。先ほど、早期償還につい

ては、最終的に豪ドルですと設定された金額の５％、米ドルですと６％という説明

がございましたが、ちなみにこれは設定された額、今まさに毎日もういろんな番組

で、特に円高が毎日報道されておりますが、基本的なところで押さえておく必要が

あるということでお聞きしますが、米ドルですと幾らの設定から、あるいはその事

前にいただいている分も含めてそこら辺をご説明いただければと思いますが。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 それでは、この仕組み債の肝心な仕組みのところを説明させていただきます。 

 まず、購入して１年間は豪ドルの場合で３％金利を得ております。既にこの分、

豪ドルの分については９００万円の収益が出ております。２年目以降におきまして

は、豪ドルの為替、これが８５円。８５円を超した分に１％の利率がつけられると

いうことになっております。この８５円を超えたというのは、まず基準日がござい

ます。利払い日については、毎年４月と１０月の９日の日、それの１０営業日前の

日の豪ドルの中値という数字が８５円を超えている場合に、超えた分の１％が金利

としてつき、その累積した利息が５％を超えた場合に全額元金が償還されるという

ことになっております。 

 米ドルにつきましても、同じように、１年目で３％の利息がついております。こ

れも同じように９００万の収益を得ております。２年目以降は為替で米ドルが１０

３.０５円を超えた分に１％の金利がつくようになっております。これも基準日が

毎年１月と７月の１６日の１０営業日前に米ドルのミッドレート中値というものが

１０３.０５円を超えた場合に１％の金利がつくようになっております。米ドルの

場合は、累積のこの利率が６％に到達するもしくは６％を超える場合に元金が償還

されるというふうになっております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 豪ドルですと８５円以上ですから、単純に言えばあと２％残っていますので、８

７円になった時点の期日前１０日に早期償還されるという理屈で、米ドルのほうで

すとあと３％残っていますので１０３.０５円という設定額に対して、金額で言え



ば１０６円５銭になった時点で、なる直前に、なった時点で期日前１０日に償還さ

れると、これが基本的な早期償還条項と言われるものでよろしいですか。確認した

いと思います。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 為替レートでございますが、豪ドルについては８５円を超えた場合に１％、小数

点もつきますので、実際には８６円でも１％の利息がつきますので、次の年に８６

円が例えば２カ年続いた場合に２％になって償還になる。ですから、必ずしも８７

円以上にならないと利息がつかない、償還にならないということではございません

ので、米ドルに関しても１０３.０５円を超えた場合にその利率がされ、その累積

が６％ということでございます。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 この件については、今、毎日多分会計管理者も為替レートを点検されているんじ

ゃないかと思いますけれども、現在においては、たしか私もけさ見てきたところで

は、米ドルで８２円、そして豪ドルで──失礼しました。米ドルでは８４円きっか

りだったような気がします、けさの情報では。豪ドルのほうが８２円２６銭ぐらい

ついていたように記憶していますが、これはいつになるかわからないということは

確かです。そして、１年目にはそれぞれ約束された３％が既に合計で１,８００万

円利息として入っております。しかし、２年目である昨年の２１年度から現在にお

いては利息はついておりません。 

 それが今の現状じゃないかと思いますが、それで次の質問なんですが、債券購入

の事前協議については、基本的には債券の運用趣旨に基づいて協議されたものと答

弁をいただきましたが、これについては前回の９月議会では、過去において１４年

度から５カ年の国債を合計２０億円購入した過去の実績があるという説明をいただ

きましたが、そのときにおいてもそうですが、私も運用基準を資料請求して持って

いるので目を通したんですが、この中には、債券購入の際の期限、前回の９月議会

で、国債を買われたときは５年期間、いわゆる償還日が５年とする５年という実績

がある。ところが、今回３０年という超長期の、最長、そういうものを購入された。

両方においてもその期限というのが全然設定されておりません。だから、逆に言え

ば、どんなものでも買えるという現状があります。 

 それで、近隣をちょっと調べてみたんですが、中間と岡垣に関しては、この債券

購入に関する期限の上限というのが５年以内というふうに定めております。そして、

遠賀、水巻に関しては、そもそもそ債券を購入したことがないので、そういう指針

もありませんという返事をいただいたんですが、芦屋の場合はそういう購入の際の

償還期限を設定されないまま来たということでは、どういう、根拠といってもいろ

いろあると思います。期限には。どういう状況でこの３０年が購入されたのかなと

いうのがすごく不思議なんですが、少なくとも９月に質問した後については、その

辺の調査なり検証なりが会計管理者だけではない、町のところで何かそういう協議

なり将来に向けての検討なりがされたか否かお尋ねいたします。 

○議長 横尾 武志君   



 副町長。 

○副町長 鶴原 洋一君   

 法律的なところからなんですけど、地方自治法の第２４１条には、基金の運用と

いうことで、地方公共団体は条例の定めるところにより特定の目的のために財産を

維持し資金を積み立て、または定額の資金を運用するための基金を設けることがで

きるとして、２項目めに、基金はこれを前項の条例で定める特定の目的に応じ及び

確実かつ効率的に運用しなければならない、このように定められております。 

 また、地方財政法第４条の３積立金は銀行その他の金融機関への預金、国債証券、

地方債証券、政府保証債、その他証券の買い入れなどの確実な方法によって運用し

なければならない、このように定義されています。 

 また、地方自治法２３５条の４につきましては、歳計現金ということで、普通地

方公共団体の歳入歳出に属する現金は政令の定めるところにより、最も確実かつ有

利な方法によりこれを保管しなければならない、このように定義されております。 

 このことから、歳計現金及び基金の運用につきましては、確実であり同時に有利

または効率的な運用が求められております。元本保証の意味で、確実である範囲内

で有利さを求めると、このようなことになります。 

 基本的にはそこの内容に沿いました形で私ども平成１４年のときに基準を設けた

というものでございます。この基準を設けましたそもそもの考え方につきましては、

債券などの購入はそもそもペイオフ対策の一環である。預金保護がなされていた以

前の状況ではなく、現に今年９月に破綻した日本信用銀行にペイオフが発動された。

つまり銀行預金にも一定のリスクがありまして、それが現実のものとなったわけで

すが、これらのペイオフが全面解禁となる前に芦屋町の資金運用基準を策定し、銀

行預金以外の債券などの運用も視野に入れましてその考え方をまとめたものがその

基準でございます。基準の中に、期限が入っておらないということがありましたが、

法律の趣旨によりましてそれは考えるというようなことでございます。 

 そこで、９月以降、何らかの改善策があったのかというご質問にお答えをしたい

と思います。銀行預金にはペイオフということがございまして、また債券に関して

も安全性の確保ということがございます。かつ先ほど言いましたが有効性が求めら

れる。このため、資金運用については、その運用方法などについてどのような形で

庁内での意思決定における協議を進めていくべきかなどの組織体制のあり方を検討

いたしたところでございます。その結果、今回、芦屋町資金管理運用委員会設置要

綱を設置しております。 

 第１条につきましては、公金について最もかつ有利な方法による管理運用を図る

ため、芦屋町資金管理運用委員会を設置するとしております。 

 第２条では、委員会での所掌事務といたしまして、１つ、預金、借入金等の現状

把握に関すること。２つ、安全な金融機関の選択に関すること。３つ、安全かつ効

率的な金融商品の選択に関すること。４つ、金融機関の経営破綻に備えた対応に関

すること。５つ、資金運用の評価に関すること。６つ、その他公金管理運用に関す

る必要な事項に関すること。 

 第３条では、組織するものを定義しておりますが、私副町長を委員長として、会

計管理者、総務課長、企画政策課長、財政課長の合議体により検討し方向性を示し

ていくこととしております。 

 また、第６条では、会議結果については町長へ報告するものとしております。 

 なお、慎重に判断が求められる場合は、芦屋町の最高意思決定機関でございます



政策会議に上程して審議し、このような庁内における芦屋町の意思決定についての

体制整備等を図ったというものでございます。 

 以上であります。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 昨議会、９月議会で問題を提起して、そしてその後検討されたことでこのような

委員会を策定するようになったといういきさつはお聞きしましたが、今回、質問の

テーマである米ドル、豪ドルの外国為替債です。仕組み債。これに関してはもう買

ってしまった、一般的にはもう買ってしまったからあなたどうしようもないんじゃ

ない。ではなくて、これは先ほど来課長から説明があるように、早期償還条項とい

うものがついていますが、最長３０年これを保有かつ現金として扱えない状況も起

こり得るという、そういうものを買っている今において何が必要か、そのことを検

証したいと思って私今回テーマにしました。 

 それで、議長、恐れ入ります。先ほど来お願いしておりました資料のほうを議員

さんと執行部の方々にお配りいただきたいと思いますが。 

○議長 横尾 武志君   

 事務局に資料の配付を求めます。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 よろしくお願いします。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 次からは、今配っていただきました資料をもとに質問させていただきます。 

 １ページはちょっと飛び越して、３ページと４ページ、両方関係書類を添付して

コピーしております。課長が先ほど説明されました、まず最初に豪ドルというもの

を買う際に決裁をいただいたというものの写しといいますか、伺い書の写しでござ

います。左のほうですが、これに関して件名が債券購入についてのお伺いというこ

とで、下に説明をしてありますが、この中で、まず１、２、３、４行目、３行目あ

たりからですけれども、償還期間は３０年ですが、早期自動償還条項があるため、

期間は２年から５年くらいで償還が終了する商品ですというふうに説明してあるん

です。これは私、国語的にこの文章を理解しようと思ったとき、かなり無理が生じ

るんですが、償還期間は最長３０年で、だけれども早期条項があるためとしてあり

ますが、この文章からしますと、早期償還条項の条件というよりも、もうこの早期

に償還される期間が２年から５年ですというふうに断定しているふうに私は読める

んですが、これはどういうふうに理解すればよろしいでしょうか。説明願います。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 実は、この起案しております野口前課長は既に退職しておりますので、この表現

の、期間は２年から５年ぐらいで償還が終了する商品ですという本来の趣旨は、私

どもは５年ぐらいで償還が終了する予定だろうというふうに認識をしておりますけ

れども、本来の趣旨というのはこちらでは承知いたしておりません。 

 以上です。 



○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 あくまでも最終的な償還は３０年で、しかし先ほど来説明があるように、一定の

条件が満たされますと、その直前、いわゆる先ほど来１０日前という説明がありま

すが、その時点で早期償還が慣行されると、そういうふうな認識をしておったんで

すが、９月議会の答弁以降、このような資料請求によって調査をしたことによって

こういう文章が出てきた。これが最終的に町長の決裁も受けているそのものなんで

すが、町長、これどのように理解すればよろしいか、ご見解をいただきたいと思い

ます。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 これにつきましては、ちょっと先ほど来の話から続くと思いますが、私に説明が

あったのが、結局これを会計管理者がペイオフ対策であるということで、そのとき

に芦屋資金管理運用基準とかそれを見せられました。そして、今異常に──異常に

というか、これ議員もご心配されておるわけでございますが、いわゆる２０年の３

月と６月にこれを福銀と西銀が窓口ということで買ったわけでございますが、その

ときの状況と、それから数カ月後に起こったリーマン１００年に一度と言われる金

融危機、これの、いわゆるまさかこういうような経済危機が起こるとは予測はされ

て、だれもが予測してなかったということで、私が議員ご指摘の償還期間３０年、

これどういう意味かというふうに私はたしか本人に聞きました。大丈夫かというこ

とで。いや、もう大丈夫ですと。結局、他の行政機関でもこれを導入しておるし、

早くて２年、それから遅くて５年で間違いなく償還できますというような話であり

ました。それで、財政課とも協議しておりますということでしたので、決裁の印鑑

を押したというのが事実でございます。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 リーマンショックが起きたからこういう事態になったと言われましたけれども、

私もこういう投資に関してはずぶの素人でございますが、やはり為替レートに影響

される。それによって変動される、それが主流の投資ではあろうかと思いますが、

そういう意味では、ほんとにどういうふうになるかは予測はつかない。それに対し

て投資するというのは、普通に考えたときは、財政にゆとりのある個人投資家であ

れ、大きな法人あるいは団体の購入の場合は、最長３０年になっても何とかやって

いけれるという見込みを立ててこういうのに投資をするというのが常識、一般的な

常識じゃなかろうかと思いますし、先ほど課長がこのリスクという、投資リスクの

ところを説明されましたように、これは早期償還がいつ起きるかということもわか

らないという、そういう条件設定というものもちゃんとあって、それを確認した上

での購入だったろうとは思いますが、私どもはこういうような結果でしかわかりま

せん。 

 そして、前回町長がおっしゃったように、当然購入したのがもう早い、２年前で

した。２０年度の決算書も議員さんたちも目を通していただいております。監査も



通っております。そしてなおかつ１,８００万円はもう既に入っておりますという

答弁をいただきましたが、この基金運用に関しては実際取り崩しとかあるいは基金

をその目的に沿って使うときにしか予算には計上されないものと認識しております。

そして、そのほかの現金として残っているのをいろんな定期にしたりとかいうこと

が当分の間使うことがなければそういうものに充てるというのが一般的な運用の仕

方ではないかと思いますが、先ほどの資料の延長線、後のほうにつないでいきます

けれども、結局最長５年以内基金を使用しないものとして上げられた候補が以下に

入っている財政調整基金の２億円、そして職員の退職基金が１億円、合計３億円充

てられたという流れになっております。 

 町長も当時の会計管理者から、近隣でも既にそういうところを購入しているとこ

ろもありますという説明を受けたとはおっしゃいましたが、それが、この内容がな

かなか私らとて１回ぐらい聞いたぐらいじゃわからない内容ではございますけれど

も、こういう最長３０年間保持しなければならないということも考慮して、重々こ

の投資に関してはご検討くださいというのが私の資料の中のそれぞれの条件書とか

購入申込書、それぞれ前田証券が出しているものと、あと一番最後にあります西日

本シティ銀行が出しているこの本債券投資の主要リスクというところにしたためて

あるんです。ですが、このお伺い書には、まるでそういうリスクが掲載されており

ません。これがとても不思議ですし、最終的にはこういう文書で締めているんです

けど、この債券を５年で償還した場合、年利１％になり、現在──当時です、２０

年──当時の定期預金０.５％の利率の２倍になる有利な債券を購入してよろしい

かお伺いします。 

 私も多分、町長というところにいてそういう説明を受け、なおかつこういう起案

書だったら、もう一も二もなく、そんなにもうかるんだったらもう早速買いなさい

って奨励するかもしれません。しかし、事は最長３０年に及ぶかもしれないこの投

資に関して、だれかがこの決裁の中で、ちょっと待てよと、いろいろもう少し検討

したほうがいいのではないかというようなことがあったれば、私はリーマンショッ

クになっているからじゃなくて、とにかくこの証券は一番最大の問題は、１自治体、

ましては町長に私どもこういうのをチェックする議員においても、４年しか少なく

とも認められていないこういう立場上の責任を行使することはできないと、そのこ

とを前回も申し上げたと思いますが、それでこの伺い書です。これはもうまさに早

期償還時期を限定し、なおかつそれによって計算された数字は、本当にだれが見て

もこのとおりということであればだれでもやりますが、そうではない、あるいはそ

の反対にリスクというものがどういうものであるかということが重々検討されたと

いうものも残っていないのでしょうか、確認をいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 まず、購入に際してのことでございますが、証券を買う場合には必ず信用リスク、

証券に関するリスクの説明というのはあるものだと思っております。そのリスクに

関しては、例えば信用リスク、本債券の発行会社の経営財務状態の変化及びそれら

の外部評価の変化等により投資元本を下回ることがありますというふうに書いてご

ざいますが、これはもう債券一般に該当する内容でございますので、日本の国債を

買ってもこういうふうに信用リスク、本債券の発行会社の経営、財務状態の変化及

びというようなことで元本を下回ることがありますよというのは必ず記述してあり



ます。 

 それで、私どもが購入しました仕組み債に関しては、国債復興開発銀行、通称世

界銀行というものが発行体となっておりますので、その発行体の格付というものを

勘案しまして、トリプルＡというものがついておりますが、日本国政府よりも格が

上だ。ある意味日本国債よりも安心だろうというような格付を私どもは見ておりま

す。 

 また、破線のついているところを読ませていただきますが、流動性のリスク。本

債券の流通市場は創設される予定はありません。仮に本債券の流通市場が形成され

たとしても、流動性の補償はできません。かならずしも換金できるとは限りません。

たとえ流動性があったとしても、本債券を償還日前に売却する場合、大幅な損失を

被る可能性がありますというように中途売却なり中途解約ができません。できた場

合は大幅な損失になりますよというような趣旨が書いてございますが、債券の購入

運用指針にもありますように、債券を購入するときには、基本的には償還日まで持

ち続けるという前提で購入しております。ただし、この仕組み債についてはその償

還の期間が最低３０年、ただし、購入するときには、大体２年から５年ぐらいでと

いうその期間を想定しておりますので、その期間を持ち続ける以上は、この流動性

リスクというのは発生しません。 

 次に、早期償還されないリスクということのところで、本債券は、一定の条件を

満たさない場合は早期償還されることはありません。この場合は著しく低い金利が

満期償還日まで継続する可能性がありますということですが、当時の経済状況から

しまして、円の為替レート等を勘案しまして、このリスクもなくはないが、大体２

年から５年でというようなことを考えていると思っております。 

 また、４ページ目にありますように、下から２番目のところで丸がついています

が、投資期間に関するリスクというところで、本債券は累積クーポン額があらかじ

め定められた一定の累積クーポン目標額に到達するか否かにより、早期償還の有無

が決定され、投資期間はあらかじめ確立していませんということですので、ある意

味３０年というのはかもしれないというような期間になっているというふうに私ど

もは認識しております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 ３０年３０年というのを私が憂慮しているというのは、もちろんそうではないか

もしれないし、でも最長は３０年持ち続ける可能性があるでしょうということを言

っていますし、そしてなおかつ、これまでにそういったものを最低でもしかも政府

系の国債とか公のものを買っていたのが、今回のこれはもう民間のものだろうとい

うふうに認識しておりますが、そういう一足飛びにそういうものを買ったというこ

とと、当然その当時と今まさに円高で毎日毎日６０円台にいくのではないかと、つ

い先日までは言われていた。それがちょっと持ち直して８２円ですが、そういうふ

うに為替レートというのは常に世の中の動きであれするわけですけれども、今まで

買っていた過去国債とかいうのはある程度固定的なものではないかと思うし、期限

もそれだけ短いというものではありましょうが、そういう一足飛びにこういったも

のを買ったというところで、その経過がどうなのかということを調べたときに、こ

の起案書がまさにいいとこどりといいますか、夢みたいな話で、リスクがまさに全



然入っていない。そして、この管理自体も相当長年にわたってしなければならない

というところでは、憂慮するのは、３０年とは言わなくても、これが早期償還され

ない期間は、この６億円は使えない。いわゆる基金としてはあっても債券でもあり

ますし、先ほど来譲渡売却することも基本的にはできない、解約することもできな

いという、こういう危なっかしい有価証券というものを購入するということは、と

ても地方自治体として危機感を感じられた方がいらっしゃらなかったのかなという

ことがまず大きな疑問点でございます。私にとっては。 

 それで、仮に５年間とそういうふうに想定して、その間に使用しないものあるい

はもう一つの米ドル側のほうにあります、４ページにもあります。ここはもっと短

いです。米ドルに関しては３年間使用しない、ある程度眠っている基金に関して、

またここで職員退職金１億円、別途です。そして競艇事業振興基金１億３,０００

万、総合体育施設建設準備基金４,０００万、最後に文化会館建設準備基金３,００

０万、合計３億円というものを準備してこの債券を購入してよろしいでしょうかと

いうふうにお伺いを立ててありますが、じゃこれが実際本当に仮に想定あるいはそ

ういう可能性を持って判断されたとして、じゃ現実はどうだったのかというのが１

ページのほうで資料として提出しているものですが、上のほうが平成２１年５月３

１日現在で基金運用の台帳をつくってあるものです。そしてそれは約半年後ですか、

１年になりませんが、今年の９月３０日現在、この間に年度が変わっておりますの

で、これが実際、左側のほうの豪ドルに関しては職員退職金と財政調整基金、この

振り分けはそのまま維持されておりますが、右側のほうの米ドルに関しては、競艇

事業振興基金１億３,０００万円と文化会館の準備基金３,０００万、これは１年後

にはなくなってほかのものに振りかえられておりますが、これはどういう理由から

でしょうか。お尋ねいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 仕組み債を買いました基金の振りかえについて説明させていただきます。 

 まず、当初は米ドルにつきましては、職員退職基金１億、競艇事業振興基金１億

３,０００万、総合体育施設４,０００万、文化会館建設準備基金３,０００万と、

これは起案のとおりとしておりますが、まず、文化会館の建設準備基金というもの

が平成２１年ぐらいに基金の廃止条例を行っておりますので、その分を体育施設建

設準備基金のほうに振りかえております。また、競艇事業振興基金につきましては、

今年の４月に芦屋町に一本化になるために財政調整基金のほうに振りかえておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 それは振りかえたのを説明されただけで、どうしてかということをお尋ねしたん

ですが、とにかく入り用があったと。１年後には──もう３年、５年と言わず、１

年後にはこういうふうに必要になって変えたんだと、そういうことでしょう、一言

で言えば。 

 それと、１つこの中で左側の豪ドル購入に充てました職員退職基金、これは私の

ほうの担当の所管でいつもこのことを憂慮してお尋ねしているところですが、合計



２億円基金として充当されておりますけれども、今議会にたしか退職勧奨による退

職債の予算が１億３,８００万、正確じゃありません、１億３,０００万台計上され

ていたと思いますが、これに関して、町のほうの手出しする分の金額は、これは３

月の補正あたりで出てくるだろうと思います。このことについては、間違っていれ

ば後でご指摘ください。 

 それと２３年度の予算編成が今既に始まっているだろうと思いますが、２３年度

の退職者の予定に対する新年度予算の中にも当然退職基金を使わなければならない

状態になってくると思いますが、これほんとに予算のところではよほどこちらが尋

ねなければわかりにくいところがありますし、予算では多分基金を持ってくるだろ

うと思いますが、そういう意味では、この基金はもう今年度中にこの２つは取り崩

さなければ現金として使えなくなるのではないでしょうか。そのことをちょっと確

認したいと思います。 

○議長 横尾 武志君   

 総務課長。 

○総務課長 占部 義和君   

 では、職員退職基金でのご質問ですので、私がお答えいたします。 

 要するに、議員さんが言われますのは、２２年度の当初予算に退職基金の取り崩しを

６,９７０万上げておると。では、２１年度末の基金残高は２億５,８７２万３,０

００円、そのうち２億をこの仕組み債を買っておるから、現実に取り崩せんでしょ

うと。予算は６,９００万上げながら、その残高は５,８００万しかない。その差額

はどうするんねということでしょうが、これは９月の議会でもお答えしましたよう

に、２億の職員退職基金のうち幾らかはこの仕組み債に充てる基金は振りかえが可

能であると、これで十分賄えます。 

 それから、今年度勧奨退職によりまして当初想定していなかった方々の退職手当

が必要になりました、確かに。今回の補正予算に計上しておりますが、結果的には

その増額する退職金についてはすべて退職手当債で賄うと。一般財源の一時的な投

入はないということであります。 

 それから、２３年度以降の退職手当の云々については、財政上の資金繰りですの

で、ちょっと財政課長のほうからお答えしていただきます。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 財政課長。 

○財政課長 柴田 敬三君   

 ２３年度のヒアリングは来週から始まるわけですけれども、全体の収支を見なが

ら基金の取り扱いについては収支不足を生じた場合にどの基金からどういう額を持

っていくかというのは、その時点で検討したいと思っております。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 私が言いたいのは、確かに全体の基金はその中でいろいろ振りかえはできるでし

ょう。ところが、もともと目的基金として使っていたその中の余剰金がこういうの

に使われたというふうに考えるならば、これが先ほど来早期償還期限を３年とか５

年とかしたとしても、こういう実態の中でかき集めて、表現はちょっと悪いですが、

目の前に３％というかなり有利な、もうほんとに棚ぼた式のパーセンテージを目の



前に表示されて、それで買われたのではないかと、そういうふうに私は憂慮すると

ころですが、もう基金に関してはそちらのほうで今後やっていくとおっしゃいまし

たが、私が退職基金のことを言ったのは、この一般会計のほうからどうのこうのと

いう、今その状況の話をしているのではなくて、ここに充当されている債券購入に

充てられているそれぞれ１億円ずつの２億円は、もう来年度の予算編成のときには

別のところから振りかえて、ここから退職金もなくなっているでしょうと、資金繰

りとしての充当されたものがなくなっているでしょうということをちょっと言いた

くて出しました。 

 それで、最後の質問なのですが、この資料の３ページですが、またもとに戻りま

して、起案書としての中身のところで、この説明は先ほど来、あるいは前回の一般

質問のときもいろいろ説明いただいたそれの裏づけなんですが、３ページの左側で

す。この商品の名前は、米ドル為替連動債になっているんです。豪ドルではないん

です。これはどういうことなんでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 この起案については、私も見直したところ、米ドルになっているというのに気が

つきまして、前任の担当者のほうにも確認したところ、当初から豪ドルでの話しか

してないので、ただ単に変換ミスだろうということを承知しております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 課長、すみません、単なる何ですか、ちょっとはっきりそこが知りたいんですが、

前任の管理者は、この大事な決裁文書を単なる何とおっしゃったんですか。もう一

回。 

○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 勘違いによる変換ミスだろうということを申しておりました。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 これ町長、どういうふうに理解すればよろしいんですか。確かに私たちは先に豪

ドルと米ドルというふうで、豪ドルを先に３月に買ったと。ところが、これは当初、

担当者がつくったものではありますが、この決裁を受けて、少なくとも３億円が拠

出されているんですが、この銘柄が間違っているのが単なる変換ミス、変換ミス、

ちょっと考えられません。漢字の打ち間違いの変換ミスならわかりますが、米ドル、

豪ドル、どういうふうに変換ミスしたのか、どういう理由でしょうか。そこは課長

は前任の課長にもう少し追求されたのでしょうか。 

 それと、これを気がついて、これを修正するとかそういうのを私が事務上どうな

のかというのがありますが、このこと、変換ミスということではちょっと私も納得

できません。そのことだけ、確認されたかどうかだけご返事をください。 



○議長 横尾 武志君   

 会計管理者。 

○会計管理者 入江 真二君   

 本人には確認しております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 この決裁が行われた後、現金支出がされております。それも町長まで行っている

んですが、この銘柄名を間違っているということは、これは私大きな問題だと思い

ます。それが仮に在任中あるいはその後に気がつかれたとしても、私がここに出す

までそれが何らかの事務処理がされてないということはどういうことなのか町長に

お尋ねします。なるべく手短にお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 前回の岡議員の一般質問の中でございましたように、まずこれがペイオフ対策で

あると。そして初めて取り組んだ基金運用であるということで、当事者、会計管理

者のみが銀行なりと打ち合わせし、いろんな説明を聞き、資料をもらいいろいろや

っていると。そして、合議をされた方たちというのは、結局恐らく資料もなかった

と。会計管理者と口頭で。だから、米ドル、豪ドルというような、果たしてぱっと

言われてもピンとこない。ふだんそういうような、結局仕組み債を購入した時点に

おいてよく勉強ができてなかったというのも事実だろうと思います。内容について。

で、こういうように、昨年来よりこの仕組み債のことが大きくマスコミから取り上

げられるようになって、そして結局、ああこういうものであるなというような形で、

米ドル、豪ドルというような深い認識は持っていなかったというふうに私は受けと

めております。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 岡議員。もう最後です。 

○議員 ６番 岡  夏子君   

 はい、あと１１秒です。これは最終的に決裁をされている、町長がとにかく３億

円、この１つをとっても３億円支出しております。責任は大だと思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、岡議員の一般質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長 横尾 武志君   

 ここでしばらく休憩いたします。再開は４０分から。１４時４０分から行います。 

午後２時30分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時40分再開 

○議長 横尾 武志君   

 再開いたします。 



 次に、益田議員の一般質問を許します。益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 こんにちは。１番、益田美恵子、一般質問をさせていただきます。 

 初めに、男性の介護教室についてお尋ねいたします。 

 １、男性の介護者、また老老介護も増加していると言われており、サポートの意

味からも、講座とともに実技を交えた介護法の教室を実施できないかお尋ねいたし

ます。 

 ２、男性介護者のための情報交換会を実施できないかお尋ねいたします。 

 大きな２点目といたしまして、北九州市営バスの運行についてお尋ねいたします。 

 １、北九州市交通局は、２０１１年から１５年度の市営バス事業経営計画案を提

示し、運賃の値上げについてと、７９路線に上っている不採算路線の統廃合、その

他２０１２年度をめどに見直す案が発表されたようだが、計画案発表後、芦屋町に

説明があったのかどうかお尋ねいたします。 

 ２点目、時刻表が変更になっておりますが、時間の変更とともに内容の変更があ

ったのかどうかお尋ねいたします。内容というのは便数等でございます。 

 ３、時刻表の配布がなされていないように思いますが、中止されたのか。もし中

止されたのであればその理由をお尋ねいたします。 

 ４、町民への周知があったのかお尋ねいたします。 

 大きな３点目といたしまして、ヒトＴ細胞白血病ウイルス（ＨＴＬＶ－１）の母

子感染を防止する対策についてお尋ねいたします。 

 １、母子感染を防止するため、ウイルスの抗体検査を肝炎やエイズウイルスなど

とともに妊婦健診のときの標準的な検査項目に追加し、公費で実施するよう都道府

県、政令市などに通知がなされていると聞いておりますが、町への通知は来ている

のでしょうかお尋ねいたします。 

 ２、今年度は特例交付金の枠組みで実施するとありますが、町の取り組みについ

てお尋ねいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長 横尾 武志君   

 執行部の答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長 藤崎 隆好君   

 男性の介護教室につきましてお答えいたします。 

 まず１点目の、男性の介護教室の実施についてですけれども、男性に限定したも

のに限らず、介護の実技などを交えた介護教室につきましては、介護保険制度が始

まる以前は実施されていたようですけれども、現在では町の事業としては実施して

おりません。 

 福岡県介護実習普及センター、これは中間市のほうにあるんですけれども、こち

らが実施しております介護教室や民間の事業所のほうで実施されております無料の

介護教室、このような教室を広報等でお知らせしていることにとどまっております。 

 現在、高齢者を対象としました生き生き昼食会、これを町内各地域で行っており

ますけれども、この中で各種の講話などもあわせて実施しております。この際に希

望する講座などのアンケート調査を行っているわけですけれども、この中で介護教

室の希望というのがこれまで余り上がってきていなかったということで、近年は実

施しておりません。１つには、看護が必要となった場合、介護保険でヘルパーを利

用される際などに、個別に指導を受けているのではないかということは想定されま



すけれども、いずれにしましても、このような講座を行ってほしいというようなご

要望があるのであれば実施することに問題はないというふうに考えております。 

 ２点目の男性介護者の情報交換会についてお答えいたします。 

 自宅などで介護を行っている方々の心のケアの必要性が近年求められております。

特に男性の介護者につきましては、介護のストレスから介護放棄あるいは虐待につ

ながるケースもありますので、在宅介護における課題の１つであると言われており

ます。男性に限らず心のケアを必要としている介護者に対する支援の１つとして、

介護者による情報交換会、あるいは情報交換会などが行われておりますけれども、

現在のところ、このような方々を支える民間の団体においては行われているようで

すが、行政としての取り組みは特に行われておりません。 

 先ほどお話がありました介護教室などを開催した際にあわせて情報交換会を実施

することなどが考えられますけれども、行政としましてどのように今後支援してい

くかというのは今後検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 環境住宅課長。 

○環境住宅課長 守田 俊次君   

 件名２の北九州市営バスの運行についてお答えいたします。 

 要旨１点目でございます。北九州市交通局が市営バス事業経営計画案を発表して

おります。この計画案発表後、芦屋町に説明があったのか尋ねるというご質問でご

ざいます。北九州市営バス事業経営計画、計画期間につきましては、平成２３年度

から２７年度の５カ年計画でございますが、この分につきまして、この素案が１１

月１０日から１２月９日までの間、パブリックコメントが実施されています。本日

までとなっております。 

 その後に、北九州市交通局におきまして意見等を内容整理されまして、計画案が

でき上がります。その案を市議会への提案がされることになるというふうに思って

おります。 

 現在の計画素案でございますが、この内容について、１１月１２日に北九州市交

通局から事務レベルで概略の説明がありまして、１１月２０日には町理事者へ北九

州市交通局から来庁されまして、市営バス事業経営計画素案の概略について説明が

ありました。 

 続きまして、要旨２点目でございます。時刻表の変更の関係でございますが、時

間の変更とともに内容の変更もあったのか尋ねるとのご質問でございますが、１０

月４日にダイヤ改正が行われていますが、この改正は本年４月３日に改正が行われ

ましたダイヤの微調整の改正となっております。例年行われていますように、春に

改正されましたダイヤに対する利用者、特に通勤・通学の利用者の方でございます

が、その方たちからの意見・要望によりまして、半年後に検討を加え、必要に応じ

て改正をされているようにあります。この微調整によりまして、各バス停の時刻が

若干ではございますが前後しているようにあります。 

 なお、便数につきましては、粟屋発の平日便で２便の増となっています。 

 要旨３番目でございます。時刻表の配布の関係でございますが、中止したのか。

中止したとすればその理由を尋ねるというご質問でございます。 

 時刻表の配布は中止しておりません。２１年春の改正分までは役場１階ロビーの

総合案内で主要バス停掲載分の時刻表を希望者にお渡ししていましたが、日ごろか



らバスを利用されています利用者から、利用するバス停の時刻表のみのご希望が多

いこともありまして、２２年春の改正分から、ご希望のバス停の時刻表を環境住宅

課窓口でお渡しをしております。 

 続きまして、要旨４番目の町民への周知はあったのかのご質問でございますが、

住民の方への周知は、今回の体制につきましては、交通局からの連絡等があってい

ないために広報紙等で掲載は行っておりません。 

 なお、交通局のほうで各バス停に改正のお知らせと改正時刻表がバス停に事前に

掲示されておりました。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 要件３点目、ヒトＴ細胞白血病ウイルスの母子感染を防止する対策について、要

旨１、母子感染を防止するためウイルスの抗体検査を肝炎やエイズウイルスなどと

ともに妊婦健診時の標準的な検査項目に追加し、公費で実施するよう、都道府県、

政令市などに通知がなされていると聞いているが、町への通知は来ているのかとい

うお尋ねですが、平成２２年１０月６日付で妊婦健康診査の実施についての一部改

正についてとの件名で厚生労働省より県を経由して通知があっております。 

 なお、その内容についてですが、１つはウイルス抗体検査を妊婦健康診査の標準

的な検査項目に追加すること。もう一つは、抗体検査を妊婦健康診査臨時特例交付

金に基づく公費負担の対象とするとのことです。 

 要旨２点目、今年度は特例交付金の枠組みで実施するとあるが、町の取り組みに

ついてお尋ねしたいということですが、まず、妊婦健康診査については、現在、全

額公費負担でありますので、ご本人は無料でございます。ご本人は全額無料で受け

ております。妊婦健康診査は全部で１４回、１０カ月余り１４回実施するようにな

っております。そのうちの財源措置として１回目から５回目までが地方交付税措置、

６回目から１４回目までは特例交付金措置となっております。それから、抗体検査

を、今度追加される検査項目ですが、抗体検査を単独で行うと約２,２００円程度

の費用がかかりますが、エイズ検査や肝炎検査等、１回目にこれは行うんですが、

同時に行うと８５０円で済むということになっております。 

 また、特例交付金はどういう仕組みになっているかと申しますと、国が２分の１、

町が２分の１の費用負担をする制度でございます。したがって、１回目で受けると

８５０円で済みますが、交付金を受けるために６回目以降にすると町は１,１００

円の負担になるということになります。したがいまして、町の負担を考えますと、

特例交付金の対象となる６回目以降の検査ではなく、１回目の検査として行いたい

と思っております。 

 実際の取り組みについてですが、２３年１月、来月、２３年１月に福岡県下一斉、

ほぼ一斉に実施いたします。既に県医師会とは１回目に追加検査を行う。単価８５

０円ということで協議を終えておりますので、あとは変更契約を結ぶだけとなって

おります。町としては、もちろん来年１月、２３年１月より、１市４町、中間市遠

賀郡の中で協議の上、同一の取り組みで１月より母子手帳を取りにこられた方から、

要するに新妊婦の方から適用していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   



 益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 それでは、まず１項目ずつからお願いしたいと思います。 

 今回、男性の介護教室についてを議題といたしましたのは、男性の看護者、また

最近は老老介護も増加していると言われております。そのサポートの意味からも講

座とともに実技を交えた介護法の教室を実施できないかというのが私の希望でござ

います。 

 男性介護と支援者の全国ネットワーク事務局長の津止正敏立命館大学教授のお話

の中に、主な介護者に占める男性の割合は年々ふえ続け、１９９８年には１８.

９％と５人に１人だったのが、９年後の２００７年には３２.３％と３人に１人が

男性となっており、その数は１００万人を超えているとも、厚生労働省の調査によ

る結果をもとに発表されております。 

 それを見ましても大変な事態だなというのを読みながら、ずっと私も目を追って

いったんですが、その中で同居介護者の内訳を見ると、４２年前の１９６８年の調

査では、介護者の約半数を子の配偶者というから嫁の立場になると思います。占め

ており、また７７年の調査では、子の配偶者と妻、娘が８割を占め、夫と息子は１

割にも満たない状態でしたと、以前は。４２年前はそのような状況であった。それ

が２００７年の調査では、子の配偶者、妻、嫁が５５.３％と減り、逆に夫と息子

は２３.１％と３倍近くにふえております。 

 その中で、この人のおっしゃるのは、男性の介護者がふえている背景には、家族

構成が大きく変わってきたことがあります。１９８６年の時点で半数近くを占めてい

た３世代家族が２００９年には１７.５％と大きく減少し、変わって単独世帯、夫婦

のみの世帯が７割以上になっています。家族の少人数化によって家族に介護が必要

な人が出た場合、だれが介護を担当するか選択の余地のない状況になっているのが

現在のようであります。 

 その中で、３つに分けてこの方が取り上げておられるのは、やはりストレスから

不幸な事件が最近起こっております。それから、看護者を支援する法律の整備も国

では求められているわけでございますが、男性の介護者がふえることでさまざまな

問題点が３つを定義されているのが、まず１点目が老老介護である。それから、夫

婦のみの世帯がふえているので、その約半数がともに６５歳以上の高齢世帯である

ということ。妻が倒れた場合、自分自身も心身に不安がある年長の夫が年少の妻を

介護するケースがふえている。また、９０歳から８０歳台の親を７０から６０代の

息子が介護している例は数多くあります。そういった中で、何の介護のそういった

知識もなく、直面するところに大きな悲劇を生んでいくわけでございます。 

 ２点目に、介護者の生活能力の欠如ですとおっしゃっている。今まで妻に──こ

こ男性の方が多うございますので、今まで妻に家庭のことは任せっきりで、突然妻

が倒れたら生活のことが何もできない。炊飯器や洗濯機のスイッチの入れ方がわか

らない。ごみ出しの日も知らない。銀行口座もわからない。男性介護へ調査による

と、一番困るのが炊事と裁縫との答えであったようでございます。どんなでしょう

か、皆さん。男性の人がたくさんいらっしゃいます。３点目に多いと、この方おっ

しゃっている、私が言ってるわけじゃありませんので誤解なきように。 

 ３点目は、介護と仕事の問題です。夫婦だけの世帯で妻が倒れた場合、介護者の

夫や未婚の息子が仕事をしている場合は、仕事をやめたり仕事の規模を縮小したり

しなければなりません。介護、看護を理由に離職・転職した男性は２７年のデータ



では２万５,６００人に上っております。もうほんとに現実として受けとめていか

なきゃならない深刻な問題が目の前にあるということです。 

 それから、夫や息子は介護の経験も知識もありません。こういったことがストレ

ス、絶望につながり、介護殺人など不幸な事例のきっかけになったりします。 

 また、介護保険制度というのは、どちらかといえば家庭介護ということで主にや

っておりましたので、若い人がいて介護もできるということの想定の中で家庭介護

も言ってきたんだろうと思いますけれども、食事も満足につくれない高齢者が高齢

者を介護する前提に立っていませんという、ここはちょっと耳の、国会議員にとっ

ても耳の痛いところであろうかと思いますが、そういった観点において、私たちが

ボランティアを立ち上げたときに、日赤の看護婦さんが来ていただきまして介護実

習を行っていただきました。その介護実習は──看護実習です。介護じゃなくて看

護実習を６回分けて行っていただきました。そのときは、介護保険制度が始まる前

だったんですけれども、１７名の中に男性の方がお二人いらっしゃいました。ほん

とすばらしいなと思いながら、ほんとにいい経験をさせていただいたことがありま

す。着物を着がえさせる、寝込んでいるところを着がえさせるところとか、歯の磨

き方とか髪の洗い方とか、すべて実技と講習を交えて行っていただきましたので、

これは今後、やはり今言いましたように、男性の方、特に今までお仕事お仕事で家

族を守ってこられただけに、家のことができていないというのは、これはまた当然

の理であろうかと思いますが、現実はもう逆転しつつありますので、男性でもやっ

ていかなきゃならない、そのときにやはり介護実習というものをぜひ行政で取り上

げていただきたいと再度お願いしたいんですが、この点、今るる申し上げた中で再

度のご返事をお願いしたいと思います。 

○議長 横尾 武志君   

 福祉課長。 

○福祉課長 藤崎 隆好君   

 先ほど申しましたとおり、そういったご要望があればいつでもこういった講習と

いうのは行うことは可能でございますので、前向きに検討したいと思います。 

○議長 横尾 武志君   

 益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 そうですね。ご希望はご自分からなかなかないと思います。その余裕すらないま

まに介護を続けておられる方はたくさんいらっしゃるのではないか、このように思

いますので、やはり男性介護のための次の文言にも入りますけれども、情報を交換

するだけでも気持ちは、解決はしないんですけれども晴れるのではないか。女性は

特に、いろいろありますと聞いていただくだけで半分は解決したような気分になっ

ちゃうという、これはもう女性特有のものかもわかりませんが、悩みを共有すると

いうのか、問題点を提議して聞いていただく。また、相手の方の悩みも聞かせてい

ただく。それで自分の、ああうちがもう少しいいなとか、あ、うちはもっとひどい

なとか、そういったものを、気持ちをお互いに話せる場所があれば、これはほんと

にほっとするのではないかなという思いがありますので、これはぜひ前向きに取り

上げていただきたいことを希望いたします。 

 それでは、２点目でございますが、市営バスの運行については、これはもう以前

から問題視、私も何回か取り上げたことがあります。前回取り上げたときも、やは

り北九州市営バスが何本か路線を廃止するという中に芦屋町も入っていたんです。



この度の路線廃止、７９路線配置の中に芦屋町が１つのターゲットに入っているの

かどうか、よろしくお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 環境住宅課長。 

○環境住宅課長 守田 俊次君   

 お答えいたします。 

 以前から、存続か廃止の問題になっています路線の中、芦屋町には粟屋路線とは

まゆう路線がございます。この中で、はまゆう団地路線についても今回のこの見直

しの検討路線の中に含まれているというふうな申し入れがあっております。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 １１月４日付の新聞の中には、もう市議会建築消防委員会で報告がなされたとい

うふうに書いてあります。だから、先ほどパブリックコメントということでござい

ましたが、これはまた後ほど報告があるということでしょうか。 

 それと、１１月２０日に概略ご説明があったということで、その中で、芦屋町で

検討なされた事項というのはどういったことの検討がなされたのかお願いいたしま

す。 

○議長 横尾 武志君   

 環境住宅課長。 

○環境住宅課長 守田 俊次君   

 お答えいたします。 

 現在行われておりますパブリックコメント、この結果については、報告等がある

ものというふうに考えております。そして、路線の廃止の関係についての本町内の

検討をしているかといったことでございますが、正式にはまだその辺の検討等はさ

せてもらっておりません。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 車に乗っておられる方はさほど関係──関係がないとは申し上げませんが、余り

必要性、もちろん必要性はないわけですね、お車に乗られるわけですから。バスし

か利用できない私、また高齢者の方とか、バスを利用されている方はもうほんとに

これが、ダイヤ改正が一番気になるところなんです。雨の降る日は私も浜口から役

場まで乗ってきているんですが、９時４分から９時五十何分しかないんです。以前

は中間があったからちょうどよかったんですが、やっぱり９時４分じゃちょっと早

いかな。早くではいいんですけど、ちょっと早いかなという感じがあって、油断す

ると、この前二十何分と思っていたからバス停に行きましたら、もう全然違ってい

ました。それで私が、変更があったのかなということを感じたんですが、バス停に

は変更の紙はちょっと、私目の前なんですけど見なかったような気がいたします。

風で飛んだのかもわかりませんし、それはちょっと定かではありませんが。 

 車に乗れない私にとっては、これはもうほんとに足なんです。だから、これが時

刻表が変わったり便数の増減、今回は２便ふえているということですから大変あり



がたいんですが、減になったり、それから鶴松どまりだったり、飛び乗ったら鶴松

の東小学校の前でおりて、また１区間歩くというケースが、私も慌てて乗っちゃう

もんですから、そのようなことが何回かありました。 

 だから、前回は大変大幅に変更になっておりましたので、学生さんたちも困るん

です。折尾から乗って粟屋に帰りたいでも、鶴松どまりだったら粟屋まただれかが

迎えに来るか歩いて帰るかということしかならないもんですから、これは重大な問

題として北九州から提議があった場合においては、やはり真剣に取り組んでいただ

きたいなと、このように思っております。 

 それから、時刻表が配布、先ほどいただきましたけれども、内容も先ほど述べて

おられたように、乗られるところの必要性の方にのみそこの時刻表をあげていると

いうことですが、私の場合においては、役場前までだけが利用するケースではあり

ません。やはり折尾まで、浜口から何時に乗って折尾に何分に着くとか、そういっ

た時刻を見たり、高須まで行くんだったらこれに乗ったら何時に着くとか、そうい

ったのを見るのが時刻表だと、今まではずっとそれでいただいてきていましたので、

ほんとにこれのみいただいても大変便利の悪いということしかないわけです。ほん

とに必要性のある方、お金がかかるからやめているのか、希望者がそのような希望

をされたと先ほどおっしゃっていましたけれども、それでこのような形になったの

か。何かとっても解せないんです、この形になったというのが。もう一度ご答弁い

ただけませんか。必要性のない方がそんなにあるのでしょうか。必要性がないとい

うことは、もうバスの運行も要らないということにつながるんじゃいないか。これ

だったら利用したくても利用できないという問題点も出てまいりますので、もう一

度すみません、お願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 環境住宅課長。 

○環境住宅課長 守田 俊次君   

 お答えいたします。 

 今回の、現在行っておりますバス時刻表の配布の方法でございますが、２２年の

春から現在の方法でやっておるわけですが、バス利用者の皆様にご不便をおかけし

ているようにあれば、交通局と再度連絡をとりまして、そして連携のとれる範囲で

時刻表のデータを入手した上で、こちらのほうで内容を編成いたしまして、以前に

総合案内で配布していましたような時刻表を配布できるように、そういうふうにや

っていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 その点はよろしくお願いいたします。その場合において、町民への周知のほうも

速やかにやっていただきますことを希望いたします。 

 このことに対しては、第４次総合振興計画２００１年から２０１０年の中に現況

と課題ということで、近年のモータリゼーションの進展等により、バス利用者は減

少化傾向にあり、運行便数の増便等について働きかけていますが、採算性等の面か

ら難しいのが現状ですという、その下に主要の施策については、バス交通の充実と

いうことで、バス利用者数の減少により運行便数の増便は難しい状況にありますが、

関係機関に対し、今後とも増便あるいは現状維持の方向での働きかけを行っていき



ます。また、交通利便性の向上を図るための施策について検討を行いますというの

が、これはもう２００１年からの大きな課題なんです。 

 芦屋町においてはタウンバスもできたり、それから福祉バスとかも運行はされて

おりますけれども、これがやはり過疎という１つの要因もあるのではないかという

のは、私も以前から交通の便というのは、やっぱり不便だから町外へ出るという方

のお声も聞くと、やはりここにはどうしてもメスを入れていかなきゃならない大き

な課題があると思います。この振興計画の中にもあるわけですから、全体的な立場

に立ってこれは検討していただきたい、町長、一言お願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 バスの問題でございますが、最後に益田議員言われましたように、芦屋町は国道

にも面しておりませんし、ＪＲの駅もございません。ただ、車のない方にとりまし

てはバスが唯一の交通手段ということは、もう自明の理でございます。そのことは

強く認識しておりますので、交通局と十分協議いたしまして、利便性が劣らないと

いうような形でお願いをしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 それでは、最後の項目に入らせていただきます。 

 先ほど、課長のほうから答弁がありましたように、来年の１月からこれが適用に

なるということで、大変母子にとってはありがたいことだなというのを心から思い

ます。これは、公明党の江田衆議院議員が工学博士でありまして、ウイルスの研究

者でございます。以前からずっとＨＡＭという感染症対策の基本法もつくったりい

たしておりますが、これ芦屋にもＨＡＭという病気の方が芦屋にもいらっしゃって、

私はそのとき初めてウイルス菌が脊髄を冒すということをそのとき感じたんですが、

今回のはまた違ったヒトＴ細胞白血病、何かもう新しい言葉がずっと出てきますの

で、追いついていけなんですけど、しかし、それが母子感染を防止するためにはウ

イルスの抗体検査を肝炎やエイズウイルスなどとともに妊婦健診のときに標準的に

行っていけば必ず予防できるという、そういったものでございます。 

 聖マリアンナ医科大学の山野准教授の、これも講演からでございますが、感染者

は国内に１０８万いると言われております。感染者の５％がＡＴＬを発症しますが、

潜伏期間は４０年から５０年だそうです。白血病の中で最も死亡率が高く、発症者

の平均寿命は約１年で、毎年約１,０００人の方が亡くなっておられます。だから、

早い時期に、これは母乳から子どもに感染していくわけですから、お母さんの抗体

検査をすることによって４０年、５０年後にその子どもが感染を防げるという。だ

れがかかるかわからないわけです。 

 一方、ＨＡＭにかかるのは０.３％で、数年から数十年かけて発症します。脊髄

が冒される病気で、両足の激痛や排尿障害による苦しみはまさに生き地獄だと言わ

れておりまして、残念ながらＡＴＬもＨＡＭも治療方法はまだ確立されていません

が、感染の予防が非常に大事になりますということです。 

 感染経路は母乳を介して母子感染が全体の約６０％を占めるそうです。赤ちゃん

にとって母乳が大事なのは当然でありますけれども、６カ月以上の長期授乳で２０.



５％だった感染率が粉ミルクだけで育てると２％台に減らせることができると言わ

れております。それほど母乳を──感染したお母さんの場合です。感染してなけれ

ば別段問題はありませんが、それは検査をしないとお母さんが感染しているかどう

かというのはわからないんです。ただ、せっかく子どもを授かっても、抗体検査の

ときに判明する可能性もあるわけです。判明しても、今回は国の特例の交付金とい

うのは１回だけだもんですから、次の２回目のときは実費で払わなきゃならない。

これもまた国の大きな施策で、第１段階は突破しましたので、第２段階、第３とや

っぱり進めていっていただきたいなと、このように思うんです。 

 感染が判明したらお母さんは相当やっぱり悩むと思います。母乳を与えるか否か

の判断は母親の自由ですが、しかしこの病気がどれだけ大変なものかも含め、正し

い情報は伝えないといけません。感染を告知された母親はさまざまな悩みを抱えて

います。相談対応のまずさによる医療関係者への不信、母乳を与えないことへの罪

悪感や家族の無理解、子どもに感染させてしまった自責の念など、こうした悩みに

対し十分に答えられる体制は、残念ながらできておりませんということですが、芦

屋町においては、今後この体制づくりをいかがお考えでしょうか。よろしくお願い

します。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 はい。今議員がおっしゃったとおり、ヒトＴ細胞白血病ウイルスというのは、母

子感染、母乳によって確かに感染いたします。したがって、母乳がなければかなり

の確率で感染を防ぐことができます。それは議員がおっしゃったとおりなんですが、

じゃこれをなった場合、どういう対策をとるかということになりますが、これはう

ちの保健師とも話したことがあります。ただし、保健業務というのは、病気になる

前が範囲と。つまり、白血病ウイルスに感染された方というのは、もう既に医療機

関の範囲に入っていくということになります。しかし、現在は産婦人科医が当然抗

体検査をやりますので、その必要性、かかった方への周知、それから経緯、医療、

治療等は産婦人科医の指導によって行えると思っております。したがって、大変申

し訳ありませんが、芦屋町で検査までをお勧めすることはできるんですが、その後

のフォローとなると、実はほとんどできないような状態であります。 

 それから、この抗体検査を受けたということは、産婦人科医からは、Ａという方

は受けたということがありますが、プラスとかマイナスというのは町には報告はあ

りません。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 確かに大変な課題です。第１段階を突破したことをよしとしなければいけないの

かもわかりませんが、耳のどこかにそれを残していただいて、病院もありますしい

ろんな相談窓口を今後検討していただきたいなと、このように思います。 

 全国の感染者のうちおよそ半分が九州沖縄地方に集中と言われています。風土病

なのかなという、はっきりわからないんです。しかし、長崎県はもう２００８年ぐ

らいからですか、全額公費負担で、長崎が一番多いらしくて、全額公費負担で、既

に２００８年からやっているということでございますので、どちらしてもこれは一



主婦の悩みの中からやっぱり相談事として出てきたものが国をも動かしていったと

いう経緯の大きな一つでございます。 

 何としてもお母さん方、今少子化でもございますし、お母さんの体も大事だし、

はっきりわかれば何らかの今からは処置できるような方法もみつかるかもわかりま

せんし、難病の一つとも言われておりますし、わからないわけですから、せめて子

どもにだけは感染させないという予防の周知、それはどうなりますか。母子手帳の

中にどんなものを入れて、抗体検査の項目だけでしょうか。お願いします。 

○議長 横尾 武志君   

 住民課長。 

○住民課長 佐藤 一雄君   

 はい。今年度から、まだ今現在は自費で受けていただくんですが、お知らせの母

子手帳と妊婦健診の補助券を渡すときにこの抗体検査を自費で現在受けていただく

ようにチラシをつくって、こういうことですよということで今お渡ししています。

それは現在やっています。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 益田議員。 

○議員 １番 益田美恵子君   

 ありがとうございました。それでは、一般質問を終わらせていただきます。今後

の課題、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、益田議員の一般質問は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。本日はこれをもって散会いたし

ます。あすも一般質問を行いますので、よろしくお願いいたします。お疲れさまで

した。 

午後３時26分散会 

────────────────────────────── 

 
 


